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（
１
）

　
本
稿
は
、
西
ド
イ
ツ
の
経
済
専
門
家
委
員
会
（
以
後
委
員
会
又
は
Ｓ
Ｖ
Ｒ
と
略
す
）
の
第
一
回
（
一
九
六
四
年
度
）
答
申
か
ら
一
九
八

○
年
度
答
申
ま
で
の
答
申
内
容
の
特
徴
を
、
主
と
し
て
歴
史
的
変
遷
と
主
要
内
容
・
論
点
に
着
目
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
作
業
は
、
先
進
資
本
主
義
国
の
経
済
政
策
の
、
特
に
七
〇
年
代
と
い
う
危
機
の
時
代
に
お
け
る
、
危
機
管
理
の
経

済
政
策
論
理
を
捉
え
る
作
業
の
一
環
１
を
な
し
て
い
る
。
勿
論
、
西
ド
イ
ツ
と
い
う
特
殊
な
一
国
の
経
済
政
策
論
理
で
あ
り
、
し
か
も
、

現
実
に
実
施
さ
れ
た
政
策
自
体
に
貫
徹
さ
れ
た
論
理
で
は
な
く
（
共
通
の
も
か
も
勿
論
あ
る
が
）
、
政
策
当
局
に
対
す
る
答
申
、
勧
告
に

示
さ
れ
た
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
限
定
性
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
隈
定
の
意
義
の
分
析
は
除
い
て
、
さ
し
あ

た
り
、
委
員
会
答
申
（
そ
れ
も
特
別
答
申
は
一
応
除
い
て
、
年
次
答
申
の
み
）
の
中
に
流
れ
て
い
る
現
代
的
た
危
機
管
理
の
経
済
政
策
論

理
を
そ
れ
自
体
と
し
て
析
出
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

　
考
察
の
順
序
は
、
洗
ず
、
次
節
で
委
員
会
設
置
に
い
た
る
背
景
．
経
過
を
簡
単
に
概
括
し
、
第
三
節
で
委
員
会
セ
答
申
の
法
観
定

上
ま
た
移
態
上
の
特
徴
等
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
第
四
節
で
第
一
回
か
ら
第
一
七
回
ま
で
の
年
次
答
申
に
示
さ
れ
た
政
策
論
理
の



変
遷
を
、
そ
の
主
要
特
徴
点
に
限
っ
て
略
述
し
、
第
五
節
で
分
野
別
の
政
策
運
用
基
準
の
特
徴
を
示
し
、

以
降
に
お
げ
る
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ヨ
ソ
・
構
造
危
機
へ
の
対
策
の
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
六
節
で
七
五
年
度
答
申

；
　
専
門
家
委
員
会
設
置
に
い
た
る
経
過

　
ー
　
ナ
チ
ス
の
統
制
経
済
体
制
と
東
独
の
計
画
経
済
体
制
と
に
対
す
る
反
感
と
対
抗
か
ら
、
戦
後
西
ド
ィ
ツ
の
経
済
運
営
に
お
い

て
、
国
家
の
経
済
干
渉
、
特
に
「
計
画
化
」
に
対
し
て
は
強
い
拒
絶
反
応
が
支
配
し
て
来
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
経
済
政

策
論
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
の
安
定
的
機
能
へ
の
信
頼
に
基
礎
を
お
く
新
自
由
主
義
的
傾
向
が
、
オ
イ
ケ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

ら
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
学
派
の
オ
ル
ド
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
、
更
に
は
「
杜
会
的
市
場
経
済
」
論
の
彬
で
強
く
支
配
し
て
い
た
。
そ
れ

ら
の
立
場
も
、
◎
カ
ル
テ
ル
や
独
占
体
の
移
成
を
阻
止
し
た
り
、
そ
れ
ら
の
う
ち
不
可
避
た
も
の
を
隈
定
す
る
独
占
規
制
、
◎
租
税

政
策
に
よ
る
所
得
の
再
分
配
、
　
一
定
の
杜
会
的
最
低
限
を
保
障
す
る
杜
会
政
策
と
い
う
経
済
政
策
的
関
与
を
、
そ
の
体
系
の
一
環

　
　
　
　
　
　
（
３
）

に
１
内
包
し
て
い
た
。
し
か
し
、
体
系
的
な
景
気
政
策
論
は
持
っ
て
い
た
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
エ
ァ
ハ
ル
ト
時
代
の
経
済
政
策
は
、

「
点
的
干
渉
主
義
」
に
限
ら
れ
、
景
気
対
策
も
ス
ト
ツ
プ
・
ア
ソ
ド
・
ゴ
ー
の
全
く
事
後
的
対
応
に
・
隈
ら
れ
て
い
た
。

　
事
実
、
六
〇
年
代
初
頭
ま
で
の
経
済
政
策
が
集
中
し
て
い
た
の
は
、
◎
ポ
ツ
ダ
ム
協
定
の
非
ヵ
ル
テ
ル
化
条
項
の
諸
帰
結
を
と
り

除
く
こ
と
、
◎
補
助
金
と
減
免
税
の
形
態
で
民
間
資
本
蓄
積
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
促
進
す
る
こ
と
、
　
特
定
分
野
（
重
工
業
、
輸
出
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

業
、
住
宅
建
設
、
交
通
、
ニ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
）
を
政
策
的
に
助
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
将
来
を
見
通
し
た
「
計
画
的
」
た
成
長
指
向
的

構
造
政
策
や
経
済
安
定
化
政
策
装
置
の
発
動
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
経
済
成
長
に
と
も
た
う
諾
矛
盾
が
顕
在
化
し
て
い
た
か
っ
た

五
〇
年
代
中
頃
ま
で
は
そ
の
必
要
が
た
か
っ
た
か
ら
、
政
策
論
理
に
そ
う
し
た
発
想
を
欠
い
て
い
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
と
言
え
る

　
　
　
酉
ド
イ
ツ
経
済
専
門
家
委
員
会
答
申
の
政
策
論
理
（
坂
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
五
（
六
〇
九
）
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か
も
知
れ
な
い
。

　
然
し
、
五
〇
年
代
中
頃
か
ら
六
〇
年
代
は
じ
め
に
か
げ
て
、
そ
う
し
た
経
済
政
策
運
営
に
一
定
の
隈
界
が
生
じ
、
国
家
の
経
済
政

策
上
の
役
割
．
活
動
の
あ
り
方
の
一
定
の
修
正
・
再
編
成
が
、
資
本
蓄
積
の
発
展
に
と
も
な
う
経
済
的
・
杜
会
的
諸
問
題
の
発
生
、

激
化
の
中
で
求
め
ら
れ
た
。
Ｓ
Ｖ
Ｒ
設
置
法
、
更
に
は
、
六
七
年
の
経
済
安
定
成
長
法
（
以
下
安
定
法
と
略
す
）
は
そ
う
し
た
動
き
の

中
で
生
み
出
さ
れ
た
。

　
２
　
Ｓ
Ｖ
Ｒ
法
（
及
び
安
定
法
）
を
設
げ
る
要
望
は
各
種
の
答
申
の
中
に
も
、
特
に
五
〇
年
代
中
頃
以
降
に
は
明
瞭
に
示
さ
れ
て
来

る
。
こ
こ
で
連
邦
経
済
省
及
び
大
蔵
省
に
付
置
さ
れ
て
い
る
学
術
諮
問
委
員
会
（
以
下
で
は
前
者
を
Ｂ
Ｂ
叫
Ｗ
後
者
を
Ｂ
Ｂ
Ｍ
略
ピ
略

記
）
の
勧
告
を
中
心
に
し
て
、
経
済
界
や
経
済
政
策
担
当
者
が
ど
の
よ
う
に
Ｓ
Ｖ
Ｒ
法
へ
の
道
を
歩
ん
で
き
た
か
を
み
て
お
こ
狩
～

　
答
申
．
勧
告
面
か
ら
委
員
会
設
置
へ
の
歩
み
を
み
る
と
五
〇
年
、
五
四
～
五
六
年
、
六
〇
年
と
三
っ
の
時
期
に
区
分
で
き
る
・

　
○
Ｄ
　
Ｂ
Ｂ
Ｍ
Ｗ
は
一
九
五
〇
年
九
月
の
一
七
次
答
申
「
所
得
分
配
の
構
造
政
策
上
及
び
景
気
政
策
上
の
諸
間
題
」
で
、
　
「
労
資
双

方
と
独
立
の
専
門
家
と
か
ら
国
景
経
済
全
体
の
利
益
の
維
持
を
保
障
す
る
形
で
構
成
さ
れ
る
」
専
門
家
委
員
会
を
賃
金
一
俸
給
決
定

に
関
し
て
設
け
る
こ
と
を
勧
告
し
た
。

　
の
　
五
〇
年
代
半
ぱ
に
は
こ
の
間
題
に
関
連
す
る
答
申
が
相
次
い
で
出
さ
れ
た
。
五
四
年
一
〇
月
の
Ｂ
Ｂ
Ｍ
Ｗ
と
Ｂ
Ｂ
Ｍ
Ｆ
と
の

共
同
答
申
は
、
現
代
の
経
済
活
動
、
経
済
政
策
さ
ら
に
は
労
資
の
賃
金
交
渉
に
と
っ
て
国
民
経
済
全
体
の
発
展
予
測
が
極
め
て
重
要

に
な
っ
て
い
る
の
で
国
民
経
済
計
算
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
り
、
直
ち
に
そ
の
準
備
に
と
り
か
か
る
よ
う
に
と
主
張
し
た
・
翌
五
五

年
六
月
の
Ｂ
Ｂ
Ｍ
Ｗ
答
申
「
生
産
性
基
準
賃
金
政
策
の
諸
間
題
」
は
、
生
産
性
上
昇
を
賃
上
げ
の
直
接
的
尺
度
に
す
る
こ
と
に
は
留

保
条
件
を
っ
げ
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
原
則
と
し
て
、
生
産
性
を
基
準
に
し
た
賃
金
政
策
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
し
た
・
続
い
て
・



五
五
年
一
〇
月
の
両
委
員
会
の
共
同
答
申
は
、
当
時
の
景
気
過
熱
状
態
に
対
処
す
る
に
必
要
な
経
済
政
策
上
の
措
置
を
勧
告
し
た
が
、

特
に
財
政
政
策
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
歳
出
面
、
租
税
面
で
過
熱
を
抑
制
す
る
措
置
と
そ
の
制
度
化
を
主
張
し
た
。
さ
ら
に
、
五
六
年

六
月
及
び
七
月
の
共
同
答
申
「
景
気
政
策
の
諸
装
置
と
そ
の
法
的
制
度
化
」
は
、
経
済
政
策
を
景
気
政
策
の
観
点
か
ら
総
括
し
、
法

的
制
度
化
の
具
体
的
内
容
を
勧
告
し
て
、
六
〇
年
代
に
実
施
さ
れ
る
景
気
安
定
化
に
１
関
す
る
諾
法
挽
の
原
型
を
示
し
た
。
即
ち
、
第

一
節
「
目
的
設
定
」
で
は
「
通
貨
単
位
の
購
買
力
の
安
定
、
生
産
諾
力
の
完
全
利
用
、
国
際
収
支
の
均
衡
」
の
三
点
を
安
定
的
成
長

の
た
め
の
政
策
目
標
と
し
て
示
し
、
最
後
の
第
八
節
「
経
済
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
国
民
経
済
計
算
」
で
は
、
景
気
政
策
が
成
功
す
る
に
は

統
一
的
な
構
想
が
必
要
で
あ
り
、
政
府
は
こ
の
全
体
像
を
経
済
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
移
で
毎
年
議
会
と
国
民
に
示
す
法
的
義
務
を
負
う
よ

う
に
す
る
こ
と
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
の
た
め
国
民
経
済
計
算
局
を
設
げ
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
た
め
の
資
料
の
加
工
、
作
成
及
び
政

府
へ
の
経
常
的
助
言
を
任
務
と
す
べ
き
で
あ
る
と
勧
告
し
た
。
た
お
、
競
争
制
度
、
対
外
経
済
関
係
、
貨
幣
信
用
、
財
政
、
賃
金
、

年
金
の
各
個
別
政
策
分
野
に
つ
い
て
具
体
的
た
対
策
も
詳
し
く
論
じ
て
い
た
。

　
ゆ
　
第
三
の
画
期
は
一
九
六
〇
年
で
あ
る
。
六
〇
年
一
月
、
連
邦
銀
行
総
裁
ブ
レ
ツ
シ
ソ
グ
は
ア
デ
ナ
ウ
ァ
首
相
あ
て
に
当
時
の

物
価
と
賃
金
・
利
潤
と
の
関
係
を
論
じ
た
メ
モ
を
送
っ
た
。
こ
の
勧
告
の
中
で
、
彼
は
基
本
的
に
は
生
産
性
基
準
賃
金
政
策
を
展
開

し
、
生
産
性
の
平
均
上
昇
率
を
上
ま
わ
る
賃
上
げ
は
、
当
時
の
条
件
下
で
は
、
企
業
が
コ
ス
ト
上
昇
を
価
格
上
昇
に
転
嫁
し
う
る
の

で
、
価
格
上
昇
を
も
た
ら
す
と
判
断
し
、
労
組
に
は
過
大
な
賃
金
要
求
を
し
な
い
よ
う
に
、
経
営
者
に
は
コ
ス
ト
の
低
下
を
価
格
引

下
げ
に
反
映
さ
せ
る
よ
う
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
。
続
い
て
同
月
末
に
Ｂ
Ｂ
Ｍ
Ｆ
は
「
景
気
過
熱
の
危
険
に
直
面
し
て
の
財
政
政
策
の
課

題
と
そ
の
可
能
性
に
っ
い
て
の
態
度
表
明
」
に
お
い
て
、
景
気
の
現
状
に
お
げ
る
財
政
政
策
の
課
題
を
、
支
出
面
、
公
信
用
面
、
税

制
面
に
つ
い
て
検
討
し
、
経
済
安
定
政
策
実
施
の
た
め
の
新
た
な
法
規
を
設
げ
る
必
要
を
指
摘
し
た
。
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イ
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さ
ら
に
、
六
〇
年
二
月
に
Ｂ
Ｂ
Ｍ
Ｗ
は
答
申
「
景
気
を
考
慮
し
た
賃
金
政
策
の
可
能
性
と
限
界
」
に
お
い
て
五
五
年
六
月
の
答
申

を
具
体
化
し
、
実
質
賃
金
増
加
は
長
期
的
に
は
労
働
生
産
性
上
昇
に
一
致
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
さ
し
あ
た
り
の

賃
金
上
昇
の
是
認
し
う
る
尺
度
と
し
て
Ｇ
Ｎ
Ｐ
成
長
率
を
用
い
る
こ
と
を
述
べ
、
賃
金
政
策
を
国
民
経
済
的
に
許
容
し
う
る
隈
度
に

と
ど
め
る
必
要
か
ら
、
全
て
の
経
済
政
策
関
与
諸
機
関
（
特
に
政
府
や
議
会
に
よ
る
公
官
庁
の
経
済
政
策
、
連
銀
、
１
労
働
団
体
、
経
営
者
団

体
）
の
分
別
あ
る
協
動
（
一
種
の
「
協
調
行
動
」
）
を
求
め
て
い
た
。

　
３
　
こ
の
よ
う
に
、
五
〇
年
代
中
頃
か
ら
六
〇
年
代
は
じ
め
に
か
げ
て
、
各
種
の
勧
告
で
国
民
経
済
の
「
計
画
的
・
安
定
的
」
運

営
の
必
要
、
そ
の
た
め
の
政
策
装
置
体
系
の
整
備
、
特
に
イ
ソ
フ
レ
・
賃
金
に
か
か
わ
っ
て
労
資
間
の
協
調
行
動
の
重
要
性
、
独
立

専
門
家
委
員
会
設
置
等
が
求
め
ら
れ
た
。
　
「
杜
会
的
市
場
経
済
の
第
二
局
面
」
に
入
っ
た
と
し
て
、
　
「
総
合
的
た
対
杜
会
政
策
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

構
想
の
必
要
性
が
語
ら
れ
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
っ
た
。

　
六
二
年
一
〇
月
に
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
経
済
共
同
体
に
よ
っ
て
加
盟
国
の
経
済
政
策
目
標
の
協
調
化
を
含
む
行
動
プ
回
グ
ラ
ム
が
出
さ
れ

た
の
も
、
西
独
国
内
で
の
前
記
の
動
き
を
促
進
し
た
。
エ
ァ
ハ
ル
ト
は
、
こ
の
時
点
で
は
い
か
な
る
経
済
計
画
化
も
断
固
拒
否
し
た

が
、
　
「
一
九
六
二
年
の
経
済
発
展
及
び
六
三
年
の
展
望
に
つ
い
て
の
報
告
」
が
、
後
の
政
府
の
年
次
経
済
報
告
の
原
型
と
し
て
は
じ

め
て
出
さ
れ
、
六
一
二
年
六
月
に
は
連
邦
議
会
が
Ｓ
Ｖ
Ｒ
法
を
可
決
し
、
六
四
年
に
は
、
財
政
改
革
委
員
会
が
設
げ
ら
れ
て
、
経
済
安

定
法
（
六
六
年
第
一
次
法
案
）
に
向
け
て
の
具
体
的
動
き
が
始
ま
り
、
計
画
恐
怖
症
の
支
配
し
て
い
た
自
由
主
義
的
伝
統
の
強
い
西
ド

イ
ツ
で
も
、
六
六
～
六
七
年
恐
慌
を
経
て
急
ピ
ツ
チ
で
ケ
イ
ソ
ズ
主
義
的
政
策
体
系
の
整
備
が
進
め
ら
れ
た
。

　
狂
お
、
Ｓ
Ｖ
Ｒ
法
は
全
会
一
致
で
議
決
さ
れ
た
が
、
与
党
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
・
杜
会
同
盟
（
Ｃ
Ｓ
Ｕ
）
、
特
に
エ
ア

ハ
ル
ト
は
、
Ｓ
Ｖ
Ｒ
が
自
ら
の
政
策
に
支
持
を
与
え
、
労
資
と
く
に
労
組
の
要
求
を
科
学
の
権
威
で
自
制
さ
せ
る
こ
と
を
期
待
し
、



野
党
杜
会
民
主
党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
は
、
政
府
を
批
判
し
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
す
る
基
礎
が
Ｓ
Ｖ
Ｒ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て

い
電

　
当
初
は
、
Ｓ
Ｖ
Ｒ
見
解
が
政
府
の
政
策
的
立
場
と
一
定
の
対
立
（
特
に
為
替
政
策
で
）
を
示
し
、
個
々
の
政
策
遂
行
上
の
不
適
切
さ

を
批
判
し
た
の
で
、
野
党
や
労
組
の
期
待
は
か
な
り
み
た
さ
れ
た
か
に
見
え
た
が
、
Ｓ
Ｖ
Ｒ
の
立
場
が
基
本
的
に
政
府
や
企
業
家
団

体
の
そ
れ
に
近
く
、
エ
ァ
ハ
ル
ト
ら
の
期
待
が
長
期
的
、
基
本
的
に
実
現
し
た
こ
と
は
後
述
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
三
　
専
門
家
委
員
会
と
年
次
答
申

　
１
　
連
邦
共
和
国
に
お
げ
る
経
済
全
体
の
発
展
に
、
つ
き
定
期
的
に
助
言
を
す
る
た
め
、
ま
た
経
済
政
策
上
責
任
を
負
う
諸
機
関
の
、

瓦
び
国
民
間
で
の
判
断
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
に
，
設
げ
ら
れ
た
Ｓ
Ｖ
Ｒ
は
、
特
別
の
経
済
学
上
の
知
識
を
も
ち
、
国
民
経
済
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

諸
経
験
を
っ
ん
で
い
る
、
政
府
・
企
業
家
団
体
・
労
組
か
ら
独
立
の
五
人
の
専
門
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
（
Ｓ
Ｖ
Ｒ
法
第
一
条
）
。

　
Ｓ
Ｖ
Ｒ
構
成
員
は
連
邦
政
府
の
提
案
に
基
づ
き
大
統
領
ｒ
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、
連
邦
政
府
は
新
会
員
を
推
せ
ん
す
る
前
に
Ｓ
Ｖ
Ｒ

会
員
の
意
見
を
き
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
会
員
の
任
期
は
五
年
で
再
任
は
可
能
で
あ
る
。
会
員
が
任
期
終
了
前
に
辞
任
し
た
時
は
、

新
会
員
は
前
任
者
の
残
任
期
問
に
っ
き
任
命
さ
れ
る
（
第
七
条
）
。

　
Ｓ
Ｖ
Ｒ
の
決
定
は
三
人
以
上
の
会
員
の
同
意
を
要
す
る
（
第
八
条
）
。
少
数
者
が
答
ヰ
の
と
り
ま
と
め
で
異
た
る
見
－
解
を
も
つ
場

合
、
そ
れ
を
答
申
で
表
明
し
う
る
（
第
三
条
）
。

　
な
お
、
年
次
答
中
ご
と
の
「
五
賢
人
」
は
第
一
表
の
通
り
で
、
か
た
り
の
連
続
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
後
に
み
る
よ

う
に
答
申
内
容
が
、
五
人
の
委
員
の
意
見
の
多
様
性
が
形
式
上
認
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
定
の
継
承
性
を
も
っ
て
い

　
　
　
西
ド
イ
ツ
経
済
専
門
家
委
員
会
答
申
の
政
策
論
理
（
坂
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九
（
六
二
二
）



」人賢舳
るけおに申答次年各－表

立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
・
第
三
・
四
・
五
合
併
号
）

ｒｅ

町Ｍ
■

Ｗ岨趾
ｈＣＯＫｔ

〃

ｕ
　
〃

ｍ１
ｅＨｈＣＳｒｅ

●
１
＾

Ｇ廿ｅｂｅ
ｒＨｅ

ｒ杣醐山ａＰｒｅｕａＢｍｄ
此Ｗ

６
４

１
９

〃〃〃５６

１ｅＺｔ
…
ｕ

ｔＳｇ
如壇

ｏ
１

Ｗ
〃

〃
　
〃

〃
　
　
〃

〃
　
〃

〃
　
〃

〃６６

〃７６

〃ｒｅｆ
．
ａ

ｈＣＳｄｅｒｆ
舳Ｍ〃８６

ｎｅｔ

１
ｏ

Ｋ打ｅｂＯ
ｒＮ〃

ｒ

ｌ
ｅ

ｈＯＫＳｕ
１
ａＣ〃ｔｒｅｒｅ

●
１
■
・

Ｓｆ
１
ａＯ

〃
　
〃

〃９６

〃０７

〃
　
〃

〃
　
〃

〃ｈＳＷ
七
〇ｕＧ

．
ｍ

ｍ
ｒＡ〃１７

〃
　
〃

〃
　
　
〃

〃
　
　
〃

〃
　
〃

〃２７

〃３７

ｔ姻皿｛
Ｓ並ｕＫ〃

〃
　
〃

〃ｎｒＯｈｒｅｈＣＳｄｒａｈｒｅＧ４７

〃

１
ｓ

ｅＦｄｒａｈｒｅＧ〃

〃
　
〃

〃５７

〃６７

〃
　
　
〃

〃
　
〃

〃
　
〃

〃〃７７

ｈＣａ肪Ａ討
０
ｆＨ〃８７

〃
　
〃

〃
　
　
〃

〃
　
〃

〃ｒｅｔｔｅｔＳ
ｌ
ａＧｒｅｎ

町Ｗ
７
９

〃〃０８

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
〇
（
六
一
四
）

る
の
は
、
構
成
員
の
再
任
可
能
性
と
Ｓ
Ｖ
Ｒ
会
員
に
よ
る
新
会
員

の
推
挙
と
い
う
人
的
つ
な
が
り
を
保
障
し
う
る
法
的
観
定
に
ょ
っ

て
い
る
。

　
２
　
法
第
二
条
は
、
Ｓ
Ｖ
Ｒ
の
任
務
を
観
定
し
て
い
る
が
、
そ

の
要
点
を
箇
条
書
き
に
す
る
と
次
の
通
り
。

　
０
Ｄ
　
経
済
全
体
の
そ
の
時
々
の
状
態
と
そ
の
発
展
の
見
通
し
に

つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
。

　
の
　
そ
の
際
、
市
場
経
済
秩
序
の
枠
組
み
の
中
で
、

　
ゆ
　
ど
の
よ
う
に
、
価
格
水
準
の
安
定
、
高
い
雇
用
水
準
、
対

外
経
済
均
衡
を
、
同
時
に
、
垣
常
的
な
適
正
成
長
を
し
つ
つ
保
障

し
う
る
か
を
述
べ
る
。

　
↑
り
　
そ
の
分
析
の
中
に
所
得
と
財
産
と
の
形
成
と
分
配
も
と
り

入
れ
る
。

　
働
　
特
に
、
ゆ
の
諾
目
標
を
お
び
や
か
す
国
民
経
済
の
総
需
要

と
総
供
給
と
の
間
の
、
現
に
あ
る
ま
た
将
来
起
り
う
る
、
緊
張
の

原
因
を
も
示
す
。

　
ゆ
　
研
究
調
査
に
際
し
て
は
種
々
の
仮
定
を
置
き
、
そ
の
多
様



た
作
用
を
評
価
す
る
。

　
ｃ
つ
　
誤
っ
た
発
展
可
能
性
を
も
、
そ
の
回
避
と
除
去
の
た
め
に
示
す
べ
き
だ
が
、
特
定
の
経
済
政
策
上
、
対
杜
会
政
策
上
の
措
置

に
対
す
る
勧
告
を
行
な
っ
て
は
な
ら
た
い
。

　
Ｓ
Ｖ
Ｒ
の
任
務
の
こ
の
法
的
規
定
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
の
の
枠
組
み
が
法
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
所
得
．
財
産
の
分
配

へ
の
配
慮
が
ゆ
の
三
目
標
と
は
別
個
に
追
加
的
に
観
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
更
に
、
働
ゆ
ｃ
つ
が
相
互
に
矛
盾
す
る
可
能
性
を
は
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
（
ｕ
）

で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
３
　
委
員
会
は
年
次
答
申
（
Ｊ
Ｇ
）
を
毎
年
一
一
月
一
五
目
ま
で
に
連
邦
政
府
に
提
出
し
、
政
府
は
そ
れ
を
立
法
機
関
に
提
示
し
、

同
時
に
委
員
会
は
Ｊ
Ｇ
を
公
表
す
る
。
提
示
後
八
週
問
以
内
に
政
府
は
Ｊ
Ｇ
に
対
す
る
態
度
表
明
を
行
う
。
ま
た
、
委
員
会
は
前
記

２
の
吻
に
幻
の
諸
目
標
が
脅
か
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
時
に
は
追
加
的
答
申
（
Ｓ
Ｇ
）
を
提
出
で
き
る
（
第
六
条
）
。

　
こ
れ
ま
で
に
出
さ
れ
た
Ｊ
Ｇ
と
Ｓ
Ｇ
の
発
表
時
期
と
テ
ー
マ
は
第
二
、
三
表
の
通
り
。
一
一
回
の
Ｓ
Ｇ
が
、
恐
慌
時
及
び
景
気
過

熱
時
、
六
九
～
七
三
年
の
国
際
通
貨
危
機
の
時
期
と
石
油
危
機
の
時
点
に
、
ま
た
七
四
～
七
六
年
恐
慌
か
ら
の
脱
出
策
を
め
ぐ
る
政

策
的
選
択
の
対
立
が
激
化
し
た
時
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
４
　
西
ド
ィ
ツ
の
経
済
政
策
体
系
、
経
済
管
理
シ
ス
テ
ム
は
六
七
年
の
経
済
安
定
成
長
法
（
以
下
安
定
法
と
略
記
）
に
よ
っ
て
大
き

く
整
備
さ
れ
た
。
安
定
法
及
び
そ
れ
に
よ
る
政
策
運
営
体
制
と
Ｓ
Ｖ
Ｒ
法
と
の
関
連
を
捉
え
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

で
安
定
成
長
法
体
系
に
詳
し
く
触
れ
る
余
裕
は
た
い
。
国
民
経
済
規
制
の
考
え
方
、
方
法
に
つ
い
て
は
両
者
と
も
基
本
的
に
同
じ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

あ
り
、
安
定
法
は
Ｓ
Ｖ
Ｒ
法
と
そ
れ
ま
で
の
答
申
に
も
ら
れ
た
思
想
を
一
層
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
連
邦
政
府
は
毎
年
一
月
に

議
会
に
年
次
報
告
を
提
出
す
る
こ
と
に
た
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
◎
Ｓ
Ｖ
Ｒ
の
Ｊ
Ｇ
に
対
す
る
見
解
、
◎
年
次
努
力
目
標
の

　
　
　
西
ド
イ
ツ
経
済
専
門
家
委
員
会
答
申
の
政
策
論
理
（
坂
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二
　
（
六
一
五
）



立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
・
第
三
・
四
・
五
合
併
号
）

二
二
二
（
六
ニ
ハ
）

覧のＧ申答次年
－
の

ｗ
Ｓ２表

定決

）題

の

町
言
岡

ス
め

（

ソ
た

題

ヤ
の

用

表たれらけつに申答
　
　
　
　
　
　
チ
目
　
　
　
　
　
雇
　
　
　
　
　
　
と
明
　
　
　
　
　
の
一
込
竿
∴
驚
繁
舷
灘

１
日

１
３
０
６
４
１
　
１
ｏ
ｏ

３
３
２
６
２
２
４

２

２
２
２

４
２
３
２

５

２
２
２
２
２

月

２
一
－
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２
一
２
一
２
一
２
一

１
一
２
一
１
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■
　
　
　
　
■
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●
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１
１
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６
７
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８
／
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１

年
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マ
ー
テ

　
　
態
　
　
状
　
　
況
　
　
の
　
　
状
　
　
策
態
　
の
　
　
政
状
　
策
　
　
格
の
　
政
　
　
価
策
　
貨
況
況
　
況
　
　
び
政
　
通
状
状
　
状
欝
一
驚
紺
赴
鴛
簑
農
麟
農
に
安
月
月
に
月
月
月
の
月
月
春
済
９
１
０
春
５
７
５
機
８
６
鵬
醸
灘
購
僻
欝
鵬

日
月
年
表
発

　
３
　
７
一
　
び
　
及
月
３
２
５
４
９
２
４
３
４
１
７
１
７
１
９
３
６
・
９
一
〇
・
５
一
５
・
７
・
５
一
２
・
８
一
６
・
年
．
．
ユ
．
．
．
．
ユ
．
一
６
７
６
９
６
９
６
９
７
０
７
１
７
２
７
３
７
３
７
５
７
８
１
９
１
９
１
９
１
９
１
９
１
９
１
９
１
９
１
９
１
９
１
９



数
値
に
よ
る
提
示
（
年
次
計
画
）
、
　
当
該
年
度
に
お
げ
る
経
済
財
政
政
策
の
提
示
か
ら
な
っ
て
い
る
。

る
総
体
的
誘
導
の
政
策
装
置
体
系
に
、
Ｓ
Ｖ
Ｒ
の
Ｊ
Ｇ
も
そ
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
安
定
法
に
よ

四
　
年
次
答
申
の
特
徴
と
そ
の
変
遷

　
１
　
答
申
の
構
成
上
の
形
式
は
、
毎
年
決
っ
た
テ
ー
マ
を
取
扱
う
部
分
と
そ
の
時
々
の
政
策
上
の
重
要
間
題
を
取
扱
う
特
別
テ
ー

マ
都
分
と
に
区
別
し
う
る
。
前
者
と
し
て
は
、
当
該
年
次
の
景
気
状
態
の
分
析
（
世
界
景
気
の
状
態
、
貿
易
．
国
際
収
支
、
貨
幣
．
信
用
、

財
政
・
賃
金
．
労
働
市
場
・
分
配
、
等
国
民
経
済
の
主
要
分
野
の
詳
細
た
分
析
）
、
次
年
度
の
経
済
予
測
、
次
年
度
及
び
そ
の
後
に
向
げ
て
の

政
策
上
の
提
言
（
こ
の
部
分
は
特
に
特
別
テ
ー
マ
と
内
容
上
不
可
分
）
が
あ
る
。
関
連
法
規
、
統
計
資
料
、
経
済
計
算
上
の
方
法
説
明
を

載
せ
る
付
録
も
こ
れ
に
入
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を
除
い
た
特
別
テ
ー
マ
は
第
四
表
の
通
り
で
あ
る
が
、
Ｓ
Ｖ
Ｒ
が
そ
の
時
々
に
ど
ん

な
間
題
を
重
視
し
た
か
、
何
が
政
策
上
の
課
題
で
あ
っ
た
か
を
知
る
一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
。

　
以
下
本
節
は
、
一
七
回
の
年
次
答
申
の
内
容
的
特
徴
が
ど
う
変
化
し
、
ま
た
何
が
変
ら
ず
に
貫
徹
し
た
か
を
捉
え
る
試
み
で
あ
る

が
、
紙
数
の
関
係
で
各
答
申
毎
の
詳
し
い
特
僕
つ
サ
帖
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
第
五
節
、
第
六
節
で
取
扱
う
テ
ガ
マ
に
つ

い
て
は
本
節
で
は
重
複
を
さ
げ
る
た
め
、
七
四
年
度
答
申
以
下
は
簡
潔
に
し
て
あ
る
。

　
２
■
　
各
年
次
答
中
の
内
容
に
入
る
前
に
、
答
申
の
背
景
と
な
っ
た
西
独
経
済
発
展
自
体
の
特
徴
を
提
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
第
五
表
に
示
し
た
諸
資
料
と
年
表
に
よ
っ
て
時
期
区
分
の
み
を
示
す
に
・
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
い
。

　
○
連
邦
政
府
の
政
党
構
成
は
、
六
六
年
に
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
Ｈ
Ｃ
Ｓ
Ｕ
と
自
由
民
主
党
Ｆ
Ｄ
Ｐ
と
の
連
立
政
権
か
ら
大
連
立
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
ｌ
ｌ
Ｃ
Ｓ

Ｕ
と
ｓ
Ｐ
Ｄ
）
と
な
り
、
六
九
年
に
Ｓ
Ｐ
Ｄ
と
Ｆ
Ｄ
Ｐ
と
の
少
連
立
に
転
換
し
、
そ
の
後
杜
会
Ｈ
自
由
連
合
の
連
立
政
府
が
続
い
て

　
　
　
西
ド
イ
ツ
経
済
専
門
家
委
員
会
答
申
の
政
策
論
理
（
坂
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；
…
（
六
一
七
）



覧一
マテｕ

口
刀

特るげおにのｑ申答次年４表

立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
・
第
三
・
四
・
五
合
併
号
）

　
　
　
　
　
　
素

　
　
　
　
　
　
要
　
　
　
　
　
　
　
　
給

　
　
　
　
　
　
講
　
　
　
　
　
　
　
　
供

　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
策
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
　
策
　
政
　
　
　
繕
　
　
　
　
国

　
　
　
　
政
策
気
　
　
　
帰
　
　
　
　
上

　
　
　
　
域
政
景
　
　
　
的
　
　
　
　
途

　
　
　
　
地
業
準
　
　
　
期
　
　
　
　
展

　
　
　
　
，
農
基
　
　
　
長
　
　
　
　
発

　
　
　
　
革
，
力
　
　
　
　
の

　
　
　
題
改
案
産
　
　
　
機
　
　
　
　
応

　
　
　
問
政
代
生
　
　
　
危
　
度
　
　
適

値
題
諸
財
の
在
　
　
油
制
　
の

価
問
の
，
へ
潜
　
気
石
貨
　
へ

幣
諸
策
成
度
，
　
勇
，
通
用
格

貨
の
政
形
制
に
　
の
用
成
の
雇
価

と
　
策
長
産
貨
め
　
て
へ
雇
達
バ
全
　
高

格
換
政
成
財
通
た
　
し
化
全
時
ツ
完
　
油

価
転
得
＝
　
，
際
の
　
抗
定
完
同
回
る
　
石

，
造
所
定
張
国
長
　
に
安
の
の
一
よ

き
構
的
安
拡
，
成
　
レ
，
め
建
ヨ
に
　
に
策

つ
と
合
，
う
題
的
　
フ
望
た
再
，
長
　
め
政

び
長
適
に
な
間
定
　
ソ
展
の
と
慮
成
　
た
業

結
成
定
め
も
本
安
策
イ
の
日
張
配
済
　
の
農

的
，
安
た
と
基
，
政
，
盟
明
拡
的
経
　
犬
る

外
て
，
の
を
の
て
争
題
同
，
，
策
，
貨
増
げ

輔
札
蕨
錠
鰍
粁
肌
鰯
綱
繊
繍
餓
融
醐
噌
搬
峨

済
に
と
の
外
の
に
し
の
バ
策
の
成
の
長
と
パ

経
価
定
中
対
策
価
貫
配
ツ
政
済
と
題
成
化
ツ

ツ
減
安
の
と
政
減
一
分
口
化
経
化
問
・
強
ロ

ソ
幣
貨
長
定
気
貨
尾
得
一
定
場
全
用
用
定
一

ト
貨
通
成
安
景
通
首
所
ヨ
安
市
建
雇
雇
安
ヨ

４６ＧＪ

５６ＧＪ

６６ＧＪ

７６ＧＪ

８６ＧＪ

９６ＧＪ

０７ＧＪ

１７ＧＪ

２７ＧＪ

３７ＧＪ

４７ＧＪ

５７ＧＪ

６７ＧＪ

７７ＧＪ

８７ＧＪ

９７ＧＪ

０８ＧＪ

ｏ

’
』

六いおてげかか応を章るれわ思と要重上容内

｛
，

カなは節章る
－
つし分区てしとマテ別特山ｑ４６ＧＪ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
四
（
六
一
八
）

い
る
。
◎
経
済
面
で
は
、
こ
の
間
二
度
（
六
六
／
六
七
年
と
七
四
／

七
五
年
）
の
恐
慌
を
経
験
し
て
い
る
。
景
気
循
環
と
し
て
は
、
こ

の
恐
慌
の
中
問
に
資
本
遇
剰
の
一
時
的
表
面
化
と
し
て
の
七
一
年

が
あ
る
の
で
、
六
三
～
八
○
年
の
期
問
は
、
六
七
年
、
七
一
年
、

七
五
年
を
境
に
し
て
四
つ
の
循
環
期
に
区
分
さ
れ
る
。
　
失
業
率

に
明
白
に
示
さ
れ
る
如
く
、
西
独
の
経
済
状
態
は
七
四
／
七
五
年

以
前
と
以
後
で
は
明
白
に
異
な
り
、
七
四
／
七
五
年
恐
慌
は
六

六
／
六
七
年
恐
慌
と
は
質
的
に
異
な
る
危
機
的
性
格
を
も
っ
て
い

る
。
財
政
赤
字
の
増
大
テ
ソ
ポ
も
同
じ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　

六
九
～
七
三
年
に
は
数
回
の
マ
ル
ク
切
上
げ
、
変
動
制
移
行
、
共

同
フ
ロ
ー
ト
等
々
と
、
国
際
的
結
合
の
極
め
て
高
い
西
独
経
済
に

と
っ
て
重
大
な
マ
ル
ク
の
対
外
価
値
が
頻
繁
に
切
上
げ
ら
れ
、
制

度
変
更
が
み
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
こ
と
、
従
っ
て
、
こ
の
期
を
境

に
し
て
、
安
定
政
策
体
系
が
変
化
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
　
国

際
収
支
面
か
ら
み
て
、
二
度
の
石
油
危
機
の
時
期
が
全
く
異
な
る

動
き
を
示
し
て
い
る
。
六
七
～
六
九
年
と
七
三
～
七
八
年
（
特
に

七
三
．
七
四
．
七
八
の
各
年
）
に
経
常
収
支
は
－
大
幅
な
黒
字
で
あ
っ



て
・
対
外
均
衡
目
標
を
大
き
く
上
ま
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
七
九
・
八
○
年
は
六
五
年
と
と
も
に
数
少
た
い
赤
字
の
年
度
で
あ

る
。　

こ
の
期
の
以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
反
映
し
て
、
答
申
の
内
容
も
六
九
年
ま
で
と
七
四
年
以
降
と
で
は
対
称
的
な
特
徴
を
も
っ
て
お

り
・
七
〇
～
七
三
年
は
一
種
の
過
渡
期
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
六
九
年
ま
で
は
ケ
イ
ソ
ズ
主
義
的
経
済
規
制
の
体

系
が
支
配
的
で
あ
っ
た
の
に
、
七
四
年
以
降
は
マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
的
色
彩
が
支
配
的
と
な
っ
た
と
特
徴
づ
げ
う
る
。
そ
し
て
、
七
〇
年

頃
か
ら
は
じ
ま
っ
た
イ
ソ
フ
レ
対
策
上
の
政
策
方
向
の
転
換
が
次
第
に
具
体
化
し
、
七
二
年
頃
か
ら
は
全
政
策
体
系
に
ひ
ろ
が
り
は

じ
め
七
四
年
に
マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
ヘ
の
転
換
は
一
応
完
成
し
た
と
み
な
し
う
る
。
七
五
年
以
降
は
そ
の
立
場
か
ら
の
危
機
脱
出
策
の
展

開
一
行
財
政
の
再
編
成
、
賃
金
抑
制
政
策
が
一
層
前
面
に
出
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
答
申
内
容
の
基
本
的
変
遷
を
捉
え
る
こ
と

が
で
き
ょ
う
。

　
３
　
第
一
回
の
六
四
／
六
五
年
答
中
（
以
下
、
六
四
答
申
と
い
う
よ
う
に
略
記
）
は
、
年
次
答
申
の
原
型
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
特
徴
を
や
や
詳
し
く
捉
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
０
Ｄ
第
一
章
冒
頭
で
、
ま
ず
西
独
の
経
済
発
展
が
ま
す
ま
す
国
際
的
経
済
関
係
、
特
に
欧
州
．
大
西
洋
地
域
の
同
盟
国
と
の
結
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
４
）

っ
き
に
ょ
っ
て
観
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
西
独
成
立
以
来
の
輸
出
の
高
い
比
重
が
も
っ
た
意
義
を
、
¢
輸
出

需
要
が
景
気
上
昇
の
起
動
力
で
あ
っ
た
、
◎
輸
出
の
中
心
が
技
術
的
に
高
度
に
ー
発
達
し
た
投
資
財
産
業
の
製
品
で
あ
る
。
　
対
外
的

結
び
つ
き
の
強
さ
は
国
際
価
格
関
係
を
通
し
て
イ
ソ
フ
レ
輸
入
を
も
た
ら
す
、
　
外
国
へ
の
強
い
依
存
は
景
気
政
策
の
目
標
達
成
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
）

と
り
困
難
を
も
た
ら
す
こ
と
、
に
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
◎
輸
出
部
門
の
投
資
財
中
心
の
構
造
、
◎
主
要
輸
出
産
業
で
の
高
い
生
産

性
上
昇
率
に
よ
る
比
較
費
用
優
位
、
　
国
内
イ
ソ
フ
レ
率
の
相
対
的
低
さ
に
も
と
づ
く
価
格
優
位
、
の
う
ち
に
輸
出
競
争
力
の
強
さ

　
　
　
　
西
ド
イ
ツ
経
済
専
門
家
委
員
会
答
申
の
政
策
論
理
（
坂
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
五
（
六
一
九
）



■

立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
・
第
三
・
四
・
五
合
併
号
）

７

；
ニ
ハ
（
六
二
〇
）

等支
収
）

政
〃

財
刊

離帯
全率加

繍駿

　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
６
）

の
原
因
を
確
認
し
て
い
る
。

こ

債
高

公
残
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６

用
達
額
４

信
調
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Ｆ
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ｏ
９
一

る
Ｈ

よ
ユ

　
８
こ
９

　
１）６

ｋ

１
　
　
ｎ

３
　
ａ

　
ｂ

０
ｅ
ｓ

町
血

９
・
助

流
動
性
効
果
な
ど
に
は
副
次
的

役
割
し
か
与
え
て
い
な
い
の
は

特
徴
的
で
あ
る
。

）２（

こ
う
し
た
認
識
か
ら
、

マ
ル
ク
切
上
げ
ま
た
は
変
動
相

場
制
が
肯
定
さ
れ
、
現
実
の
固

定
相
場
制
が
批
判
さ
れ
、
固
定

制
を
前
提
と
し
た
政
府
の
政
策

上
の
立
場
と
一
定
の
ず
れ
が
生

　
　
（
１
７
）

じ
て
い
る
。
経
済
安
定
の
不
可

欠
の
条
件
と
し
て
、
固
定
制
の
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９
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ハアエ月
１
０

シ
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連
る

大
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と

ガ
相

ソ
済

ジ
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一

キ
ラ月ｕ

政立連小
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ブ
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１
０
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約

任
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辞
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基

ラ
独

シ
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７
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２
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ミ
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陣
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退
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進

ト
る
先
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ソ
な
回
エ

ラ
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イ

プ
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ブ

月
　
月

５
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１
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９
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ｅ
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肚
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ａ
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ｔ
　
ｎ
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騨
・

刊
で
　
　
欄
廿

休
ル
　
　
　
北
ぬ

聞
一
　
　
　
Ｊ
ｓ
ｃ

新
ル
　
　
　
て
廿

（
（
　
　
姓
Ｗ

ト
　
　
し
「

　
　
　
　
　
計
は

ス
ス
　
　
統
計

組
組
）
　
　
年
統

労
労
り
　
　
７
９
の

刷
鋼
ぶ
　
　
　
～
年

印
鉄
年
　
鵡

月
月
　
　
　
　
）
）

　
　
　
　
　
１
　
２

９
一
　
１

克
服
、
プ
ル
ク
切
上
げ
又
は
為

替
の
弾
力
化
が
求
め
ら
れ
る
が
、

そ
の
際
の
経
済
安
定
と
は
主
と

し
て
通
貨
価
値
の
安
定
で
あ
っ

て
、
輸
入
イ
ソ
フ
レ
を
為
替
政

策
に
よ
っ
て
防
止
し
、
国
際
収

支
均
衡
は
、
経
常
収
支
黒
字
を

資
本
輸
出
促
進
に
よ
っ
て
均
衡

さ
せ
る
と
い
う
発
想
が
強
く
出

　
　
（
１
８
）

て
い
る
。

　
ゆ
　
こ
う
し
て
、
安
定
政
策

体
系
の
中
で
、
本
来
、
為
替
１
１

信
用
政
策
が
財
政
政
策
よ
り
も

高
い
地
位
を
占
め
る
（
尤
も
、
固

定
制
の
現
実
を
前
提
と
す
る
と
反

循
環
的
財
政
政
策
が
さ
し
当
り
重

視
さ
れ
る
）
。

酉
ド
イ
ツ
経
済
専
門
家
委
員
会
答
申
の
政
策
論
理
（
坂
野
）

ニ
ニ
七
（
六
二
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
・
第
三
・
四
・
五
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
八
（
六
二
二
）

政
策
目
標
の
う
ち
最
喜
や
か
さ
れ
て
い
る
の
婆
幣
価
値
の
安
定
で
あ
る
と
の
認
欝
ら
・
最
嘉
視
さ
れ
た
イ
ソ
フ
レ
間
題

で
は
、
西
独
経
済
の
対
外
的
結
合
の
強
さ
に
よ
る
外
国
か
ら
の
影
響
が
最
大
の
要
因
で
、
国
内
的
要
因
は
賃
金
圧
力
以
外
に
は
存
在

し
な
い
と
み
ら
れ
る
。
し
か
も
、
　
「
不
当
な
」
賃
金
上
昇
を
労
組
よ
り
も
む
し
ろ
企
業
家
の
価
格
行
動
の
せ
い
に
す
る
・
こ
う
し
て
・

最
大
要
因
た
る
対
外
的
要
因
に
は
為
替
相
場
の
弾
力
化
で
、
国
内
的
に
は
市
場
の
競
争
条
件
確
保
を
目
指
す
中
期
的
な
競
争
政
策
と

な
ら
ん
で
、
　
「
費
用
水
準
中
立
的
賃
金
政
策
」
で
対
処
す
る
。

　
↑
り
　
上
記
の
よ
う
な
脈
絡
で
財
政
政
策
は
当
面
、
政
策
体
系
の
中
で
第
一
義
的
地
位
を
与
え
ら
れ
る
が
、
予
算
編
成
１
－
運
営
の
反

循
環
性
１
１
循
環
適
合
性
の
基
準
は
明
示
さ
れ
な
い
ま
ま
、
収
支
尻
が
前
年
比
で
変
ら
な
け
れ
ば
景
気
中
立
的
、
黒
字
減
１
１
赤
字
増
は

拡
張
的
、
黒
字
増
１
１
赤
字
減
は
引
締
め
的
と
す
る
「
収
支
尻
基
準
」
的
取
扱
い
や
、
歳
出
歳
入
の
対
前
年
比
の
変
化
率
が
用
い
ら
れ

て
い
る
。

　
現
実
の
財
政
運
営
に
対
し
て
は
、
反
循
環
的
運
営
が
不
十
分
で
あ
り
、
支
出
構
造
で
は
人
件
費
比
率
が
高
く
、
公
共
投
資
比
率
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
０
）

低
い
と
の
批
判
が
な
さ
れ
、
ま
た
連
邦
制
に
よ
る
行
財
政
運
営
の
連
邦
・
州
・
市
町
村
へ
の
分
散
と
財
政
運
営
目
標
の
不
統
一
が
欠

陥
と
し
て
間
題
と
さ
れ
、
税
源
再
配
分
が
提
起
さ
れ
る
。

　
財
政
の
反
循
壕
的
運
用
面
で
の
個
別
の
判
断
の
特
色
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
Ｏ
支
出
面
よ
り
収
入
面
の
規
制
に
重
点
を
お
く
・
◎

減
税
よ
り
支
出
増
加
の
方
が
、
拡
張
イ
ソ
バ
ク
ト
は
大
き
い
、
　
国
家
支
出
の
継
続
的
増
加
は
、
総
需
要
中
の
国
家
支
出
割
合
を
高

め
て
経
済
安
定
に
ブ
ラ
ス
の
作
用
を
す
る
、
＠
公
債
の
反
循
環
的
活
用
は
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
公
債
増
加
に
対
す
る
判
断
基
準
は

示
さ
れ
て
い
な
い
し
、
単
年
度
で
の
予
算
均
衡
を
重
視
す
る
煩
向
も
完
全
に
は
捨
て
ら
れ
て
い
な
岬
～

帥
　
統
一
的
な
景
気
政
策
１
１
経
済
揚
制
政
策
体
系
の
不
可
欠
の
一
環
を
た
す
賃
金
１
－
所
得
政
策
は
、
費
用
水
準
中
立
的
賃
金
政
策



と
い
う
特
徴
を
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
考
え
を
示
す
第
二
四
八
項
は
、
　
「
労
資
の
賃
金
政
策
上
の
自
主
性
を
制
約
せ
ず
に
、
失
業
な
き

貨
幣
価
値
安
定
を
、
或
は
、
イ
ソ
フ
レ
な
き
完
全
雇
用
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
賃
金
政
策
の
諾
条
件
」
と
し
て
六
項
目
を
提
示
す
る

が
、
そ
の
中
心
点
は
次
の
二
項
目
に
示
さ
れ
て
い
る
。
○
貨
幣
的
均
衡
が
保
た
れ
て
い
る
場
合
に
は
所
与
の
競
争
条
件
下
で
、
価
格

水
準
と
費
用
水
準
と
の
問
に
二
定
の
均
衡
関
係
が
あ
る
。
そ
れ
故
、
完
全
雇
用
下
の
貨
幣
価
値
安
定
間
題
は
、
国
民
経
済
的
た
費
用

水
準
安
定
問
題
と
同
義
で
あ
る
。
◎
費
用
水
準
を
上
昇
さ
造
な
い
た
め
に
は
、
平
均
的
に
み
て
、
時
問
当
り
生
産
物
が
因
民
経
済
全

体
で
増
加
す
る
よ
り
も
高
い
割
合
で
、
名
目
賃
金
が
上
昇
し
て
は
な
ら
た
い
。
総
費
用
中
の
資
本
費
用
の
割
合
が
低
下
し
た
り
、
交

易
条
件
が
改
善
さ
れ
る
な
ら
、
国
民
経
済
的
生
産
性
の
上
昇
を
上
ま
わ
っ
て
賃
金
が
上
昇
し
て
も
、
費
用
水
準
が
上
昇
し
た
い
余
地

が
生
ず
る
。
逆
の
場
合
は
逆
で
あ
る
。

　
ゆ
　
以
上
が
六
四
答
申
の
概
要
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
市
場
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
の
安
定
性
に
対
す
る
信
頼
か
ら
、
景
気
政
策
が
一
般
に

必
要
な
ら
ぼ
そ
の
中
心
は
通
貨
１
１
信
用
政
策
で
あ
る
が
、
然
し
、
固
定
相
場
制
の
下
で
は
通
貨
政
策
の
活
動
余
地
は
狭
く
、
変
動
制

移
行
が
不
可
能
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
フ
ィ
ス
ヵ
ル
ポ
リ
シ
ー
に
重
点
が
移
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
、
と
い
う
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
４
　
六
五
年
第
二
回
答
申
か
ら
六
九
年
第
六
回
答
申
ま
で
の
特
徴
は
、
政
策
体
系
全
体
と
し
て
次
第
に
ケ
イ
ソ
ズ
主
義
的
経
済
安

定
化
の
政
策
体
系
が
支
配
的
に
な
り
、
各
政
策
分
野
で
反
循
環
的
運
用
の
た
め
の
政
策
運
用
基
準
の
整
備
が
進
ん
で
い
っ
た
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
の
際
、
特
に
六
六
／
六
七
年
恐
慌
と
ヶ
イ
ソ
ズ
主
義
的
総
体
的
誘
導
政
策
に
よ
る
恐
慌
か
ら
の
急
速
な
回
復
が
そ
の
方

向
を
促
進
し
た
。
ま
た
、
こ
の
恐
慌
が
基
本
的
に
は
資
本
の
過
剰
蓄
積
と
し
て
で
は
な
く
、
経
済
政
策
の
失
敗
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

の
が
特
徴
的
で
あ
る
。

０
Ｄ
　
六
五
答
申
は
前
年
度
答
申
で
の
費
用
水
準
中
立
的
賃
金
政
策
の
考
え
方
を
、
○
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
揚
調
行
動
の
必
要

　
　
　
西
ド
イ
ツ
経
済
専
門
家
委
員
会
答
申
の
政
策
論
理
（
坂
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
九
（
六
二
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
・
第
三
・
四
・
五
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇
（
六
二
四
）

性
を
指
摘
す
る
点
で
、
◎
賃
金
ガ
ィ
ド
ラ
ィ
ソ
の
提
示
の
た
め
の
数
量
化
に
と
り
か
か
っ
社
点
で
一
歩
具
体
化
を
お
し
す
す
め
て
い

（
２
２
）

る
。　

四
　
六
六
答
申
は
、
は
じ
ま
り
出
し
た
恐
慌
の
影
響
を
受
げ
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
総
じ
て
、
六
六
答
申
ま
で
は
そ
の
基
本
的
枠

組
み
は
第
一
回
答
申
と
同
じ
で
あ
る
。

　
恐
慌
の
開
始
と
資
本
増
殖
条
件
の
困
難
化
に
よ
っ
て
、
賃
金
の
意
識
的
観
制
の
方
向
は
一
層
強
ま
り
、
賃
金
ガ
イ
ド
ラ
イ
ソ
は
％

　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
３
）

ま
で
細
か
く
述
べ
ら
れ
、
費
用
増
加
の
価
格
転
嫁
に
よ
る
価
格
引
上
げ
を
止
む
を
え
ぬ
も
の
と
捉
え
、
金
融
引
締
め
で
こ
れ
を
完
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刎
）

に
阻
止
す
る
こ
と
は
完
全
雇
用
を
犠
牲
に
す
る
だ
ろ
う
と
評
価
さ
れ
る
。
単
位
当
り
資
本
費
用
の
上
昇
が
、
費
用
水
準
中
立
的
賃
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
５
）

げ
の
余
地
を
縮
小
す
る
こ
と
も
再
確
認
さ
れ
る
。

　
ゆ
　
六
七
答
申
は
恐
慌
を
基
本
的
に
経
済
政
策
の
失
敗
と
し
て
捉
え
る
。
過
剰
蓄
積
過
程
は
む
し
ろ
否
定
さ
れ
、
景
気
過
程
の
現

象
的
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
経
済
過
程
自
体
は
問
題
な
い
と
い
う
市
場
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
楽
観
的
見
方
（
新
自

由
主
義
的
、
マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
的
見
方
）
と
経
済
政
策
の
力
能
を
殆
ん
ど
無
制
隈
と
み
る
見
方
（
ヶ
イ
ソ
ズ
主
義
に
特
徴
的
）
と
の
奇
妙
な
結

合
が
あ
る
。
従
っ
て
、
恐
慌
の
評
価
に
お
い
て
七
五
答
申
、
七
六
答
申
に
み
ら
れ
る
供
給
重
視
、
賃
金
観
制
の
視
点
と
共
に
、
景
気

拡
張
政
策
に
よ
る
需
要
増
加
策
の
必
要
性
が
な
お
一
定
の
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

　
既
に
安
定
成
長
法
が
成
立
し
、
第
一
次
中
期
財
政
計
画
が
示
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
っ
い
て
「
拡
張
的
な
貨
幣
１
１
財
政
政
策
が

過
少
雇
用
と
対
外
不
均
衡
を
と
り
除
く
問
、
同
時
に
価
格
安
定
を
保
障
す
る
装
置
を
働
か
さ
な
い
な
ら
、
こ
の
拡
張
政
策
を
価
格
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
６
）

上
げ
の
心
配
た
し
に
は
弁
護
し
え
な
い
」
と
警
告
し
つ
つ
、
更
に
、
投
資
刺
戟
強
化
の
た
め
の
諸
措
置
（
増
税
措
置
の
延
期
、
減
税
、

投
資
プ
レ
ミ
ァ
ム
、
年
金
掛
金
引
上
げ
計
画
の
延
期
）
を
現
状
へ
の
代
案
と
し
て
論
じ
て
い
る
。



　
安
定
成
長
法
に
よ
る
総
体
的
誘
導
体
系
の
実
施
の
中
で
、
財
政
を
一
層
景
気
政
策
の
中
心
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
た
っ
た
た
め
、

予
算
の
「
景
気
中
立
性
」
の
基
準
と
し
て
、
潜
在
生
産
力
の
増
大
に
見
合
っ
た
予
算
の
伸
び
を
景
気
中
立
的
と
み
た
す
潜
在
生
産
力

　
（
２
７
）

基
準
が
示
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
年
の
答
申
の
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
賃
金
１
１
所
得
政
策
が
安
定
政
策
の
中
で
ま
す
ま
す
重
要
性
を
高

め
て
く
る
。

　
総
じ
て
、
答
申
の
歴
史
的
展
開
の
中
で
、
こ
の
年
と
翌
年
の
答
申
が
ケ
イ
ソ
ズ
主
義
的
た
総
体
的
誘
導
論
の
頂
点
を
な
し
て
い
る
。

　
↑
〇
六
八
答
申
の
中
心
間
題
は
対
外
経
済
調
整
で
あ
る
が
、
六
七
年
の
ニ
ハ
○
億
マ
ル
ク
の
黒
字
を
六
八
年
に
は
上
ま
わ
る
可
能

性
が
あ
り
、
そ
れ
が
対
Ｇ
Ｎ
Ｐ
三
％
と
な
っ
て
中
期
的
目
標
の
三
倍
と
も
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
対
外
経
済
不
均
衡
の
拡
大
を
懸
念

．
　
（
２
８
）

す
る
。
マ
ル
ク
切
上
げ
間
題
に
っ
い
て
賛
成
・
反
対
の
各
論
を
総
括
し
、
切
上
げ
反
対
論
に
反
対
す
る
と
同
時
に
平
価
変
更
論
に
も

反
対
し
、
変
動
制
を
求
め
る
Ｓ
Ｖ
Ｒ
の
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
輸
出
超
過
が
多
額
で
あ
る
年
の
資
本
輸
出
を
経
常
収
支
黒
字
を
解
消
す
る
も
の
と
位
置
づ
げ
る
が
、
こ
こ
で
は
西
独
巨
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
９
）

企
業
の
資
本
輸
出
努
力
は
単
た
る
流
動
性
還
流
間
題
と
し
て
の
み
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
賃
金
挽
制
に
っ
い
て
、
ガ
ィ
ド
ラ
イ
ソ
及
び
協
調
行
動
に
１
続
く
第
三
の
環
を
な
す
財
産
彩
成
政
策
が
、
こ
の
答
申
で
展
開

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
後
で
み
る
よ
う
に
，
、
賃
金
政
策
に
お
げ
る
市
場
適
合
性
と
費
用
中
立
性
と
い
う
二
つ
の
基
本
原
則
の
間
に

　
　
　
　
（
３
０
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
１
）

デ
ィ
レ
ソ
マ
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
の
出
口
と
し
て
財
形
政
策
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
Ｌ
て
、
賃

上
げ
交
渉
の
対
象
に
な
る
べ
き
原
資
の
一
部
を
財
産
形
成
フ
ォ
ソ
ド
に
集
め
る
こ
と
が
曇
言
さ
れ
、
そ
の
運
用
の
い
く
っ
か
の
ブ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
２
）

ソ
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　
帥
　
六
九
答
申
で
は
六
九
年
一
〇
月
に
マ
ル
ク
切
上
げ
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
か
ら
当
然
の
如
く
、
対
外
経
済
調
整
と
為
替
政
策
と

　
　
　
西
ド
イ
ツ
経
済
専
門
家
委
員
会
答
申
の
政
策
論
理
（
坂
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一
（
六
二
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
・
第
三
・
四
・
五
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
二
（
六
二
六
）

の
間
題
が
中
心
テ
ー
マ
と
た
り
、
ブ
レ
ト
ソ
・
ウ
ヅ
ズ
体
制
へ
の
代
案
が
論
じ
ら
れ
る
。

　
一
方
、
貨
幣
・
信
用
政
策
面
で
注
目
す
べ
き
変
化
の
兆
し
が
出
て
い
る
。
即
ち
、
潜
在
生
産
力
の
中
期
的
な
増
大
に
貨
幣
政
策
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
３
）

準
拠
さ
せ
て
運
営
す
る
と
い
う
考
え
方
で
、
こ
れ
は
景
気
政
策
全
体
を
中
期
的
ガ
イ
ド
ラ
ィ
ソ
を
基
礎
に
し
て
景
気
を
正
常
化
す
る

方
向
に
も
っ
て
い
く
考
え
方
の
一
環
で
あ
る
が
、
然
し
、
　
「
適
切
た
経
済
成
長
の
た
め
の
余
地
を
確
保
し
、
同
時
に
潜
在
生
産
力
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
４
）

短
期
的
変
動
に
適
時
に
対
抗
的
に
作
動
す
べ
き
だ
」
と
の
言
及
以
上
に
は
ま
だ
充
分
具
体
化
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
が
七
〇
～
七
三

年
で
具
体
化
さ
れ
、
全
体
の
経
済
政
策
構
想
に
影
響
を
及
陵
す
こ
と
に
な
る
。

　
５
　
七
〇
年
か
ら
七
三
年
度
の
答
申
は
、
世
界
及
び
西
独
経
済
の
現
実
の
矛
盾
の
激
化
を
反
映
し
て
、
前
記
の
よ
う
に
、
経
済
政

策
上
の
構
想
を
転
換
し
た
期
間
と
し
て
特
徴
づ
げ
う
る
。
そ
の
際
、
七
一
答
申
～
七
三
答
申
に
ヶ
ー
ラ
ー
の
少
数
意
見
が
出
さ
れ
、

こ
の
転
換
に
一
定
の
役
割
を
果
し
た
こ
と
は
後
に
み
る
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
丁
度
こ
の
時
期
の
四
つ
の
答
申
に
景
気
状
態
分
析
に

総
合
指
標
が
用
い
ら
れ
る
が
、
価
格
指
標
と
数
量
指
標
と
の
分
裂
に
よ
る
指
標
能
力
の
低
下
の
た
め
、
七
四
年
か
ら
は
用
い
ら
れ
な

く
な
る
。

　
○
じ
　
七
〇
答
申
の
第
四
章
「
潜
在
力
基
準
景
気
政
策
の
諾
要
素
」
は
、
景
気
中
立
的
予
算
を
再
論
し
、
潜
在
力
基
準
信
用
政
策
を

論
じ
て
い
る
（
第
五
節
参
照
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
５
）

　
貨
幣
価
値
安
定
問
題
で
は
、
こ
れ
ま
で
国
外
要
因
に
求
め
ら
れ
て
い
た
イ
ソ
フ
レ
の
主
要
原
因
が
国
内
要
因
に
比
重
を
移
し
、
賃

金
政
策
の
反
安
定
性
も
強
調
さ
れ
る
。
然
し
、
賃
金
・
物
価
・
ス
バ
イ
ラ
ル
論
は
、
こ
こ
で
は
ま
だ
賃
金
ラ
グ
論
（
好
景
気
中
に
お
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
６
）

る
実
質
賃
金
上
昇
率
が
利
潤
や
生
産
性
の
上
昇
率
に
比
し
て
遅
れ
て
い
る
と
の
議
論
）
で
相
対
化
さ
れ
て
い
る
。

　
の
　
七
一
答
申
の
第
四
章
「
首
尾
一
貫
し
た
競
争
政
策
」
は
、
　
「
競
争
は
我
々
の
市
場
経
済
秩
序
の
支
柱
で
あ
り
、
競
争
を
有
効



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
７
）

に
維
持
す
る
こ
と
は
高
度
な
国
家
的
任
務
だ
」
と
の
視
点
か
ら
、
市
場
に
お
け
る
「
力
の
集
積
が
高
ま
る
は
ど
完
全
雇
用
を
危
険
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
８
）

す
る
こ
と
な
く
価
格
水
準
を
安
定
化
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
」
と
、
民
問
部
門
で
の
管
理
価
格
の
支
配
が
イ
ソ
フ
レ
を
促
進
し
、

完
全
雇
用
達
成
を
困
難
に
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
七
二
年
以
降
は
、
経
済
力
の
集
積
が
安
定
政
策
と
の
関
連
で
ま
と
ま
っ
て
問
題

と
な
る
こ
と
な
く
、
イ
ソ
フ
レ
、
ス
タ
グ
フ
レ
の
主
要
原
因
の
一
っ
を
企
業
部
門
の
寡
占
・
独
占
に
み
る
こ
の
よ
う
な
見
解
は
出
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
９
）

れ
な
い
。
そ
の
点
で
こ
の
章
は
注
目
に
値
す
る
。

　
側
　
七
二
答
申
の
第
五
章
は
「
所
得
分
配
の
基
本
問
題
」
を
と
り
あ
げ
る
。
そ
れ
ま
で
委
員
会
は
、
生
産
要
素
の
稀
少
性
に
応
じ

た
所
得
分
配
を
変
更
し
え
な
い
と
の
理
由
で
、
分
配
闘
争
が
機
能
を
失
っ
て
い
る
と
論
じ
て
来
た
が
、
こ
の
答
申
で
は
労
組
の
再
分

配
要
求
を
承
認
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
分
配
闘
争
が
機
能
を
発
揮
し
え
な
い
と
い
う
「
市
場
経
済
の
現
実
」
と
分
配
政
策
上
の
目
標

設
定
と
の
対
立
が
生
じ
る
が
、
委
員
会
は
、
分
配
政
策
に
お
げ
る
戦
略
変
数
を
所
得
の
機
能
的
分
配
（
利
潤
対
賃
金
）
か
ら
被
雇
用
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
０
）

の
財
産
形
成
に
移
す
方
向
で
、
そ
こ
か
ら
の
出
口
を
求
め
て
い
る
。

　
更
に
、
貨
幣
Ｈ
信
用
政
策
を
潜
在
生
産
力
を
基
準
に
し
て
運
営
す
る
構
想
を
体
系
化
す
る
試
み
が
た
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
が
そ

の
後
の
マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
的
把
握
の
支
配
を
も
た
ら
す
こ
と
に
っ
な
が
る
重
要
な
点
だ
が
内
容
は
第
五
節
に
ゆ
ず
る
。

　
↑
り
　
七
三
答
申
の
第
四
章
「
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
通
貨
同
盟
の
展
望
」
は
、
こ
の
同
盟
が
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
．
ブ
ロ
ッ
ク
と
同
義
と
み
な

さ
れ
る
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
に
視
点
を
お
い
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
１
）

　
こ
の
答
申
の
最
大
の
特
徴
は
、
安
定
法
で
体
系
的
に
１
整
備
さ
れ
た
総
体
的
誘
導
方
式
の
隈
界
が
は
じ
め
て
語
ら
れ
、
経
済
安
定
の

全
政
策
体
系
の
転
換
の
必
要
が
間
題
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
イ
ソ
フ
レ
間
題
で
賃
金
．
物
価
．
ス
パ
ィ
ラ
ル
論
が
何
の
留

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
２
）

保
も
つ
げ
ず
に
展
開
さ
れ
、
総
じ
て
経
済
不
安
定
の
全
責
任
が
賃
金
に
求
め
ら
れ
る
方
向
が
は
じ
ま
っ
た
と
言
え
る
。

　
　
　
西
ド
イ
ツ
経
済
専
門
家
委
員
会
答
申
の
政
策
論
理
（
坂
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三
（
六
二
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
・
第
三
・
四
・
五
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
四
（
六
二
八
）

　
６
　
七
四
答
申
以
降
今
目
ま
で
の
答
申
の
特
徴
は
、
七
四
／
七
五
年
恐
慌
の
展
開
と
そ
の
後
の
構
造
的
危
機
の
顕
在
化
の
中
で
、

新
自
由
主
義
１
１
新
保
守
主
義
的
煩
向
を
一
層
強
め
、
国
家
の
杜
会
的
諸
施
策
と
労
組
の
賃
金
要
求
に
経
済
不
安
定
の
責
任
を
求
め
る

立
場
か
ら
の
危
機
脱
出
策
を
供
給
条
件
１
１
利
潤
条
件
の
改
善
及
び
、
財
政
健
全
化
と
し
て
展
開
す
る
点
で
あ
る
。
そ
う
し
た
大
勢
の

中
で
、
経
済
政
策
の
基
本
線
を
め
ぐ
る
杜
会
的
対
立
が
七
七
答
申
以
降
、
委
員
会
内
部
に
も
反
映
し
て
一
定
程
度
労
組
の
要
求
を
反

映
し
た
少
数
意
見
が
提
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
○
Ｄ
七
四
答
申
の
第
五
章
「
安
定
政
策
構
想
に
っ
い
て
」
は
、
七
二
答
申
以
来
の
政
策
構
想
の
変
化
を
仕
上
げ
た
と
言
え
る
。

「
伝
統
的
な
総
体
的
誘
導
構
想
の
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
は
、
完
全
雇
用
と
恒
常
的
成
長
と
い
う
目
標
に
っ
い
て
、
国
家
に
国
家
が
担
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
３
）

う
る
何
倍
も
の
責
任
を
負
わ
せ
て
い
る
」
と
の
立
場
か
ら
経
済
運
営
方
式
の
従
来
型
か
ら
訣
別
し
て
、
財
政
政
策
の
役
割
を
減
じ
て

貨
幣
政
策
に
中
心
を
移
す
新
路
線
が
展
開
さ
れ
る
。
な
お
、
対
外
経
済
関
係
の
安
定
と
安
定
適
合
的
な
所
得
政
策
、
市
場
１
１
競
争
政

策
は
新
路
線
に
お
い
て
も
、
従
来
通
り
経
済
安
定
戦
略
の
重
要
な
構
成
部
分
を
な
し
て
い
る
。

　
の
　
七
五
答
申
以
降
の
答
申
の
論
理
を
、
第
六
節
で
の
論
述
と
重
複
し
な
い
よ
う
に
特
徴
づ
げ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
七
五
～
八
○

答
申
の
関
連
の
み
に
と
ど
め
て
お
く
。
七
五
答
申
で
、
七
四
年
以
降
の
恐
慌
・
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ソ
の
原
因
分
析
と
対
応
策
を
問

題
に
し
て
、
基
本
的
に
市
場
機
構
に
ま
か
せ
て
賃
金
政
策
・
景
気
政
策
・
構
造
政
策
等
は
解
消
す
る
方
向
を
打
ち
出
す
が
、
七
六
答

申
で
は
国
際
的
．
国
内
的
な
新
た
な
条
件
に
対
応
す
る
た
め
の
構
造
転
換
課
題
に
対
す
る
市
場
の
自
動
調
整
能
力
が
十
分
で
な
い
と

の
認
識
か
ら
、
基
本
的
な
市
場
機
構
中
心
主
義
の
上
に
一
定
の
構
造
政
策
は
必
要
と
の
判
断
が
示
さ
れ
る
。
七
七
答
申
で
は
、
七

五
．
七
六
答
申
の
方
向
を
引
き
っ
い
で
、
需
要
要
因
の
軽
視
・
供
給
重
視
の
傾
向
を
一
層
強
め
、
民
問
投
資
の
活
性
化
の
た
め
に
、

賃
金
抑
制
と
国
家
に
よ
る
投
資
及
び
イ
ノ
ベ
ー
シ
ヨ
ソ
・
リ
ス
ク
の
分
担
、
更
に
国
家
財
政
に
よ
る
杜
会
的
諸
給
付
の
軽
減
の
方
向



が
示
さ
れ
る
。
委
員
会
の
主
張
す
る
、
財
政
の
再
建
と
経
済
の
安
定
・
拡
張
・
成
長
と
の
同
時
達
成
の
方
向
と
は
、
こ
の
よ
う
に
・
労

組
と
杜
会
国
家
に
責
任
を
と
ら
せ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
七
八
答
申
以
降
も
こ
の
立
場
は
基
本
的
に
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
。

五
　
各
分
野
の
政
策
運
用
に
関
す
る
基
準

年
次
答
申
の
内
容
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
に
は
、
答
申
で
用
い
ら
れ
て
い
る
若
干
の
基
準
ま
た
は
構
想
を
捉
え
て
お
か
ね
ほ
た
ら

な
い
。
そ
れ
ら
は
、
潜
在
生
産
力
や
中
央
銀
行
貨
幣
量
を
ど
う
計
算
す
る
か
等
に
か
か
わ
る
現
状
診
断
の
た
め
の
も
の
と
ガ
ィ
ド
．

ラ
イ
ソ
の
設
定
等
政
策
策
定
に
か
か
わ
る
も
の
と
が
あ
る
。
本
節
で
は
後
者
の
う
ち
、
財
政
、
貨
幣
・
信
用
、
賃
金
．
所
得
分
配
の

諸
政
策
分
野
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
提
え
よ
う
。

　
１
　
六
七
年
の
安
定
法
の
成
立
に
よ
っ
て
、
連
邦
政
府
は
景
気
適
合
的
な
予
算
を
編
成
・
運
用
す
る
義
務
を
負
っ
た
が
、
委
員
会

は
政
府
の
安
定
化
政
策
の
評
価
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
六
七
答
申
に
お
い
て
、
予
算
・
財
政
の
景
気
作
用
を
判
断

す
る
た
め
の
基
準
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
着
手
し
、
七
〇
答
申
ま
で
に
一
応
完
成
さ
せ
た
。
そ
れ
は
、
景
気
に
対
し
て
中
立
的
な
予

算
・
財
政
の
運
営
と
は
何
か
、
を
明
ら
か
に
す
る
形
で
行
な
わ
れ
た
。

　
委
員
会
は
、
景
気
変
動
を
潜
在
生
産
力
の
稼
働
率
が
上
下
す
る
こ
と
と
捉
え
、
財
政
の
景
気
へ
の
作
用
を
こ
の
稼
動
率
へ
の
影
響

と
し
て
把
握
す
る
。
即
ち
、
潜
在
生
産
力
の
稼
働
率
が
、
そ
れ
が
な
い
時
と
比
較
し
て
財
政
作
用
に
よ
っ
て
高
ま
れ
ば
促
進
的
．
拡

張
的
、
下
げ
ら
れ
れ
ば
抑
制
的
・
引
締
め
的
と
し
、
変
化
し
な
け
れ
ぼ
景
気
中
立
的
と
判
断
す
る
わ
げ
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
○

支
出
が
潜
在
生
産
力
と
同
率
で
増
加
す
れ
ぱ
、
支
出
は
景
気
中
立
的
、
◎
税
収
が
税
制
不
変
と
し
て
　
　
し
か
も
潜
在
生
産
力
の
増

加
に
国
民
生
産
物
の
増
加
が
相
応
す
る
と
し
て
　
　
国
民
生
産
物
と
同
率
で
増
加
す
る
場
合
、
税
収
面
は
中
立
的
、
　
税
収
の
累
進

　
　
　
西
ド
イ
ツ
経
済
専
門
家
委
員
会
答
申
の
政
策
論
理
（
坂
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五
（
六
二
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
・
第
三
・
四
・
五
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
六
（
六
三
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
４
）

的
増
加
に
ょ
る
抑
制
効
果
が
、
相
応
の
支
出
増
加
ま
た
は
税
率
引
下
げ
等
で
相
殺
さ
れ
る
な
ら
全
予
算
は
中
立
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
、
潜
在
生
産
力
の
増
加
率
や
収
支
の
増
加
率
を
測
る
基
準
年
度
に
お
い
て
、
財
政
が
景
気
中
立
的
と
み
た
さ
れ
た
げ
れ
ば
、

こ
の
よ
う
た
基
準
は
無
意
味
と
な
る
の
で
、
基
準
年
次
の
選
定
が
重
要
に
な
る
。
委
員
会
は
、
七
八
答
申
ま
で
は
、
六
六
年
を
基
準

　
　
　
　
　
（
４
５
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
６
）

年
度
と
し
た
が
、
七
九
答
申
以
後
は
、
七
四
～
七
七
年
の
平
均
を
と
っ
て
べ
ー
ス
と
し
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
に
、
財
政
へ
の
景
気
作
用
を
潜
在
生
産
力
に
対
す
る
国
家
シ
ヱ
ァ
ー
を
基
準
に
判
断
す
る
わ
げ
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、

実
質
シ
ェ
ア
ー
を
捉
え
る
に
は
物
価
上
昇
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
、
価
格
上
昇
に
つ
い
て
も
景
気
中
立
的
な
も
の
を
認
め
て
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
７
）

の
範
囲
の
物
価
上
昇
を
実
質
国
家
シ
ェ
ア
ー
算
出
の
際
に
考
慮
に
い
れ
て
い
る
。

　
財
政
の
経
済
効
果
の
全
て
が
、
こ
の
基
準
を
用
い
て
捉
え
得
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
潜
在
生
産
力
に
対
す
る
す
べ
て
の
影

響
も
捉
え
ら
れ
る
わ
げ
で
は
な
い
。
財
政
に
よ
る
作
用
の
方
向
と
鋭
模
と
を
測
る
の
み
で
あ
っ
て
、
作
用
の
構
造
を
示
さ
た
い
。
し

か
も
、
作
用
の
方
向
と
揚
模
に
つ
い
て
も
「
第
一
次
的
効
果
の
み
が
測
ら
れ
て
、
乗
数
効
果
や
後
続
の
加
速
度
効
果
た
ど
の
二
次
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
８
）

作
用
は
考
慮
さ
れ
な
い
。
…
…
ま
た
国
家
支
出
増
加
の
ア
ナ
ウ
ソ
ス
メ
ソ
ト
効
果
も
捉
え
ら
れ
な
い
」
。

　
な
お
、
景
気
中
立
的
で
あ
る
こ
と
は
、
景
気
適
合
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
国
民
経
済
が
た
ん
ら

の
安
定
化
政
策
を
必
要
と
し
な
い
均
衡
状
態
に
あ
る
と
き
だ
げ
、
景
気
中
立
性
は
景
気
適
合
性
と
一
致
し
う
る
。
従
っ
て
、
基
準
年

次
の
財
政
運
営
が
景
気
適
合
的
で
あ
る
か
が
疑
わ
Ｌ
い
の
が
実
際
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
基
準
で
測
定
を
し
た
財
政
上
の
景
気
イ

ソ
バ
ク
ト
が
安
定
政
策
的
任
務
を
果
し
た
か
否
か
は
、
委
員
会
が
答
申
で
現
に
行
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
都
度
景
気
状
態
を
考

慮
し
て
判
断
せ
ざ
る
を
え
た
い
の
で
あ
っ
て
、
何
か
一
定
の
尺
度
で
自
動
的
に
判
定
さ
れ
る
わ
げ
で
は
た
い
。

　
２
　
委
員
会
が
貨
幣
政
策
実
施
上
の
原
則
．
基
準
を
独
自
に
展
開
す
る
の
は
七
〇
答
申
以
降
で
あ
る
。
こ
の
答
申
で
、
潜
在
生
産



力
を
基
準
に
貨
幣
政
策
を
運
営
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
が
出
さ
れ
、
そ
の
後
も
貫
ぬ
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
立
場
か
ら
実

際
に
貨
幣
１
１
信
用
政
策
を
運
営
す
る
際
に
、
政
策
運
営
上
の
変
数
を
何
と
考
え
る
か
に
ょ
っ
て
、
二
っ
の
構
想
が
生
ず
る
。
即
ち
、

銀
行
流
動
性
を
規
制
の
手
段
と
み
る
か
、
中
央
銀
行
貨
幣
量
を
対
象
と
す
る
か
で
あ
る
。
六
九
年
ま
で
は
銀
行
流
動
性
原
則
（
し
か

も
財
政
政
策
が
中
心
で
、
貨
幣
政
策
は
重
要
た
役
割
を
占
め
ず
）
、
七
〇
・
七
一
年
は
潜
在
生
産
力
を
重
視
し
た
貨
幣
政
策
の
流
動
性
残
高

説
的
形
態
の
時
期
（
ま
だ
ヶ
イ
ソ
ズ
主
義
的
景
気
規
制
の
考
え
方
を
基
本
に
し
て
い
た
が
、
六
０
１
年
代
の
よ
う
に
痘
期
的
な
そ
れ
で
は
な
く
、
次

第
に
潜
在
生
産
力
を
基
準
と
し
て
長
期
的
安
定
化
を
指
向
す
る
考
え
方
が
出
さ
れ
て
き
た
時
期
、
い
わ
ぱ
、
ヶ
イ
ソ
ズ
主
義
の
修
正
型
に
移
っ
て
い

た
時
期
）
、
七
二
・
七
三
年
は
、
中
央
銀
行
貨
幣
説
へ
の
転
換
期
、
七
四
年
以
降
は
中
央
銀
行
貨
幣
説
に
よ
る
潜
在
生
産
力
基
準
貨
幣

政
策
の
時
期
と
い
う
よ
う
に
区
分
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
フ
イ
ス
カ
リ
ズ
ム
か
ら
マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
ヘ
の
移
行
と
し

　
　
　
　
　
（
４
９
）

て
捉
え
ら
れ
る
。

　
ｏ
〇
　
七
〇
答
申
で
委
員
会
は
、
安
定
化
政
策
の
基
本
を
、
経
済
発
展
の
定
常
化
に
よ
る
国
民
経
済
的
目
標
の
実
現
に
お
い
て
い
る

が
、
そ
の
際
、
供
給
能
力
の
中
期
的
増
大
に
適
合
す
る
よ
う
に
総
需
要
を
観
制
す
る
こ
と
が
成
長
の
定
常
化
に
不
可
欠
と
な
る
。
こ

の
総
需
要
の
挽
制
を
支
払
総
額
の
観
制
で
も
っ
て
行
な
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
現
金
（
一
覧
払
預
金
を
含
む
）
の
規
制
に
よ
っ
て
で

は
な
く
、
銀
行
信
用
を
観
制
す
る
こ
と
で
達
成
し
よ
う
と
す
る
。
具
体
的
に
は
二
っ
の
数
量
に
着
目
す
る
。
　
一
っ
は
流
動
性
比
率

（
流
動
性
残
高
の
総
資
金
収
入
に
対
す
る
比
率
。
流
動
性
残
高
は
銀
行
の
資
金
収
入
と
資
金
供
与
と
の
差
額
）
を
あ
る
望
ま
し
い
比
率
に
維
持
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
０
）

過
度
の
変
動
を
回
避
す
る
こ
と
、
他
は
、
信
用
量
増
加
そ
の
も
の
を
景
気
適
合
的
に
規
制
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
発
想
に
は
、
商
業
銀
行
の
流
動
性
比
率
と
信
用
供
与
と
の
問
に
少
な
く
と
も
長
期
的
な
関
連
が
存
在
す
る
こ
と
が
前
提
さ
れ

て
い
る
。

　
　
　
　
西
ド
イ
ツ
経
済
専
門
家
委
員
会
答
申
の
政
策
論
理
（
坂
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
七
（
六
一
三
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
．
第
三
・
四
・
五
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
八
（
六
三
二
）

　
七
一
答
申
に
お
い
て
も
上
記
の
基
本
点
は
変
ら
な
い
が
、
流
動
性
比
率
の
代
り
に
、
観
制
の
基
準
指
標
と
し
て
計
数
的
に
捉
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
１
）

れ
た
信
用
供
与
の
上
隈
額
と
信
用
創
造
余
力
と
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
構
想
は
、
◎
貨
幣
量
は
直
接
に
は
誘
導
・
管
理
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
◎
貨
幣
政
策
の
目
標
は
均
衡
的

経
済
成
長
に
と
り
十
分
な
流
動
性
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
、
農
策
指
標
は
数
量
的
に
計
算
し
た
信
用
供
与
量
の
上
隈
と
信
用
創

造
余
力
で
あ
る
、
　
従
っ
て
、
貨
幣
政
策
は
政
策
指
標
の
増
加
を
潜
在
生
産
力
の
中
期
的
成
長
率
に
適
合
す
る
形
で
定
常
化
さ
れ
・

貨
幣
政
策
の
反
循
環
的
動
員
は
実
質
生
産
の
は
げ
し
い
循
環
的
変
動
の
時
だ
げ
に
限
ら
れ
る
、
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
湖
～

　
吻
　
こ
の
考
え
方
は
、
主
と
し
て
委
員
の
一
人
Ｃ
・
ヶ
ー
ラ
ー
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
・
Ｍ
一
Ｊ
一
Ｍ
一
ノ
イ
マ

ソ
を
は
じ
め
と
す
る
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
か
ら
の
は
げ
し
い
批
判
を
浴
び
た
。
そ
の
中
心
点
と
し
て
、
ノ
ィ
マ
ソ
は
と
く
に
・
○
商
業
銀

行
の
流
動
性
残
高
と
そ
の
信
用
供
与
と
の
埋
信
頼
し
う
る
関
係
は
存
在
し
な
い
こ
と
、
◎
最
大
隈
信
用
供
与
量
と
信
用
創
造
余
力

と
い
う
指
標
は
実
物
経
済
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
貨
幣
政
策
的
作
用
の
規
模
と
方
向
と
を
常
に
正
し
く
示
す
と
は
限
ら
ず
・
こ
れ
ら
の

指
標
を
用
い
る
こ
と
は
政
策
上
の
誤
り
を
生
ず
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
湖
～

　
こ
う
し
た
批
判
は
、
七
二
．
七
三
年
に
流
動
性
比
率
が
相
対
的
に
少
た
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
信
用
膨
張
の
テ
ソ
ポ
は
殆
ん

ど
ゆ
る
ま
ず
、
そ
れ
が
物
価
上
昇
を
は
げ
し
く
し
た
と
い
う
経
験
に
よ
っ
て
裏
書
き
さ
れ
た
か
に
見
え
、
更
に
七
三
年
に
連
銀
が
新

路
線
に
政
策
転
換
す
る
に
及
ん
で
、
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
的
立
場
は
委
員
会
の
多
数
派
を
制
す
る
こ
と
に
な
っ
た
・
そ
の
中
で
ヶ
ー
ラ
ー

一
人
、
自
ら
の
立
場
を
固
守
し
て
七
二
・
七
三
年
の
答
申
で
少
数
意
見
を
表
明
し
つ
づ
げ
湖
～

　
側
　
七
二
答
申
に
お
い
て
貨
幣
量
を
直
接
管
理
す
る
貨
幣
政
策
の
新
路
線
と
も
い
う
べ
き
構
想
が
展
開
さ
れ
は
じ
め
た
・
勿
論
・

旧
路
線
が
一
挙
に
新
路
線
に
と
っ
て
変
っ
た
わ
げ
で
は
な
い
。
七
二
答
申
の
貨
幣
信
用
政
策
の
分
析
に
お
い
て
は
・
一
方
で
旧
構
想



の
指
標
が
用
い
ら
れ
つ
っ
、
他
方
で
貨
幣
量
と
流
通
速
度
も
重
視
さ
れ
る
。
政
策
提
示
の
面
で
は
、
新
構
想
へ
の
移
行
は
一
層
明
白

で
政
策
戦
略
と
し
て
貨
幣
供
給
を
管
理
す
る
方
向
に
の
り
出
す
。
中
央
銀
行
貨
幣
量
Ｈ
「
貨
幣
基
盤
」
に
直
接
着
目
す
る
や
り
方
で

あ
る
・
連
銀
が
銀
行
の
自
由
流
動
性
準
備
の
現
在
高
を
減
少
さ
せ
う
る
な
ら
、
連
銀
は
経
済
全
体
へ
の
中
央
銀
行
貨
幣
の
供
給
を
も

っ
と
自
動
的
に
管
理
し
う
る
。
連
銀
が
民
問
の
貨
幣
余
力
を
国
民
経
済
全
体
の
安
定
が
保
障
さ
れ
る
程
度
で
創
出
し
て
い
く
こ
と
で

総
需
要
の
増
大
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
基
礎
に
は
、
イ
ソ
フ
レ
的
需
要
拡
張
が
生
じ
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
５
）

中
央
銀
行
貨
幣
が
相
応
の
観
模
で
創
出
さ
れ
る
と
き
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
仮
説
が
あ
る
。
尤
も
、
七
二
答
申
で
は
、
支
払
額
の
増

加
と
貨
幣
量
と
の
関
連
は
中
期
的
傾
向
と
し
て
緊
密
で
あ
る
が
、
短
期
的
に
は
両
者
に
ズ
レ
が
生
じ
う
る
、
こ
の
ず
れ
は
貨
幣
回
転

速
度
の
変
化
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
る
、
従
っ
て
、
貨
幣
量
の
変
化
は
貨
幣
政
策
の
作
用
の
単
独
の
指
標
と
し
て
は
ま
だ
満
足
す
べ
き

も
の
で
な
い
・
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
央
銀
行
貨
幣
量
の
増
加
率
を
い
く
ら
に
す
べ
き
か
に
・
っ
い
て
は
語
ら
ず
、
た
だ
ヨ
ー
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
６
）

ツ
バ
共
同
体
委
員
会
の
提
唱
す
る
一
〇
～
一
二
劣
が
高
す
ぎ
る
こ
と
だ
げ
を
述
べ
て
い
る
。

　
七
三
答
申
で
は
マ
ネ
タ
リ
ス
的
傾
向
が
一
層
具
体
化
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
◎
七
三
年
三
月
の
ブ
ロ
ツ
ク
．
フ
ロ
ー
ト
制
移
行
に
よ

っ
て
・
連
銀
の
外
為
市
場
介
入
に
よ
る
国
内
貨
幣
量
の
膨
張
と
い
う
条
件
が
基
本
的
に
縮
小
さ
れ
た
、
◎
連
銀
自
身
が
、
七
三
年
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
７
）

月
ま
で
に
銀
行
の
自
由
流
動
性
準
備
を
殆
ん
ど
完
全
に
ゼ
ロ
に
し
た
、
と
い
う
二
つ
の
新
し
い
条
件
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
面
が
あ

る
。
七
三
答
申
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ル
ー
ル
に
皮
し
た
者
へ
の
制
裁
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
語
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
貨
幣
政
策
に
・
即
し

て
言
え
ば
、
貨
幣
的
な
枠
組
み
の
提
示
に
ょ
っ
て
安
定
適
合
的
行
動
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
ィ
ソ
が
設
け
ら
れ
、
そ
れ
に
反
す
る
賃
金

協
約
（
こ
れ
が
イ
ソ
フ
レ
に
っ
な
が
る
）
は
、
企
業
側
に
は
利
潤
減
、
労
組
側
に
・
は
失
業
と
い
う
代
償
１
１
制
裁
が
課
せ
ら
れ
る
。
そ
れ

に
よ
り
・
国
家
は
完
全
履
用
責
任
か
ら
免
が
れ
、
反
循
環
的
フ
イ
ス
カ
ル
・
ポ
リ
シ
ー
は
基
本
的
に
余
分
な
も
の
で
あ
り
、
景
気
中

　
　
　
　
西
ド
イ
ツ
経
済
専
門
家
委
員
会
答
申
の
政
策
論
理
（
坂
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九
（
六
三
三
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
．
第
三
・
四
・
五
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
〇
（
六
三
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
８
）

立
的
予
算
で
代
置
さ
れ
て
よ
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
七
四
答
申
の
分
析
篇
で
は
、
流
動
性
残
高
説
の
諸
指
標
は
用
い
ず
、
専
ら
、
貨
幣
総
量
が
、
中
心
的
に
は
中
央
銀
行
貨
幣
量
が
取

扱
わ
れ
、
戦
略
篇
で
は
「
貨
幣
基
盤
」
の
目
標
数
値
を
提
示
す
る
。

遊
休
設
備
が
膏
、
失
業
者
が
相
当
存
在
す
る
と
い
う
景
藩
要
考
え
て
、
こ
の
時
点
で
の
中
央
銀
行
貨
幣
量
増
加
率
を
鋭
定

す
る
要
因
と
し
て
、
◎
不
可
避
的
価
格
上
昇
、
◎
現
金
保
有
態
度
の
合
理
化
の
結
果
と
し
て
の
回
転
速
度
の
変
化
・
　
設
備
稼
動
率

の
変
化
、
　
潜
在
生
産
力
の
中
期
的
成
長
率
を
あ
げ
て
い
る
。

　
◎
は
物
価
上
昇
期
待
が
安
定
化
せ
ぬ
問
は
止
む
を
え
ぬ
と
さ
れ
、
　
の
要
因
を
加
え
る
こ
と
で
、
中
期
的
な
定
常
化
を
基
準
と
し

た
構
想
に
反
循
環
的
モ
メ
ソ
ト
を
加
味
し
て
い
る
。
だ
が
同
時
に
、
そ
う
し
た
循
環
的
変
動
に
対
し
貨
幣
政
策
は
平
静
を
保
っ
べ
き

こ
と
、
貨
幣
基
盤
の
増
加
率
の
変
動
は
望
ま
し
く
な
い
価
格
１
－
数
量
反
応
を
生
み
出
す
危
険
が
あ
る
こ
と
が
っ
け
加
え
ら
れ
て
い
鵜
～

　
こ
う
し
て
、
貨
幣
政
策
実
施
の
基
準
と
し
て
景
気
中
立
的
な
貨
幣
量
増
加
率
が
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
◎
即
ち
、
「
貨
幣
基
盤
」

が
、
持
続
的
．
不
可
避
的
な
イ
ソ
フ
レ
率
を
含
め
た
潜
在
生
産
力
の
増
加
率
に
相
応
す
る
テ
ン
ポ
で
増
加
す
る
場
合
・
そ
れ
は
景
気

中
立
的
だ
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
経
済
活
動
が
長
期
的
に
、
均
衡
経
路
か
ら
殆
ん
ど
は
ず
れ
な
い
よ
う
な
形
で
展
開
し
て
い
く

た
ら
、
　
「
貨
幣
基
盤
の
規
制
は
、
そ
の
増
加
率
が
景
気
中
立
的
た
率
を
基
準
に
し
て
、
反
循
環
的
に
適
当
次
狭
い
隈
度
内
で
の
み
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
０
）

動
す
る
場
合
に
景
気
適
合
的
で
あ
ろ
う
」
。
然
し
、
七
〇
年
代
前
半
の
よ
う
に
イ
ソ
フ
レ
が
か
な
り
の
テ
ソ
ポ
で
数
年
に
わ
た
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
１
）

続
く
な
ら
ば
、
貨
幣
価
値
安
定
の
再
建
が
優
先
的
に
た
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
七
五
年
度
以
降
の
答
申
で
は
、
す
で
に
確
立
し
た
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
的
立
場
の
一
層
の
精
密
化
と
完
成
が
追
求
さ
れ
る
が
・
基
本
点

で
の
新
し
い
も
の
は
殆
ん
ど
な
い
。
た
だ
、
連
銀
の
貨
幣
政
策
手
段
に
っ
い
て
も
っ
と
新
路
線
に
ふ
さ
わ
し
く
、
伝
統
的
手
段
で
あ



る
最
低
準
備
率
や
再
割
引
割
当
等
よ
り
も
、
公
開
市
場
政
策
を
優
先
的
に
用
い
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
し
た
り
、
貨
幣
増
加
率
の
目
標

数
値
と
実
績
と
の
ズ
レ
に
つ
い
て
の
要
因
分
析
と
、
そ
こ
か
ら
の
連
銀
へ
の
批
判
や
注
文
が
出
さ
れ
る
の
が
主
な
点
で
あ
る
。

　
３
分
配
政
策
に
関
す
る
構
想
と
し
て
は
、
第
一
回
答
申
で
費
用
水
準
中
立
的
賃
金
政
策
が
提
示
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
所
得
．
財

産
分
配
の
政
策
目
標
を
経
済
安
定
目
標
に
従
属
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
両
政
策
目
標
の
対
立
関
係
の
顕
在
化
の
中
で
、

そ
の
解
決
策
と
し
て
、
六
七
答
申
で
財
彩
政
策
が
主
張
さ
れ
、
七
二
答
申
で
は
、
特
殊
な
財
彩
政
策
と
し
て
「
利
潤
参
加
」
方
式
が

強
調
さ
れ
た
。

　
○
じ
　
費
用
水
準
中
立
的
賃
金
政
策
の
核
心
は
、
（
名
目
）
賃
金
上
昇
が
生
産
性
上
昇
の
枠
内
な
ら
ば
、
単
位
産
出
量
当
り
の
賃
金
費

用
は
増
加
し
な
い
と
い
う
生
産
性
基
準
賃
金
の
考
え
方
で
あ
る
。
即
ち
、
変
化
率
に
換
言
す
る
と
、
単
位
賃
金
費
用
変
化
率
は
賃
金

率
変
化
率
と
被
雇
用
者
数
変
化
率
を
加
え
た
も
の
か
ら
、
実
質
杜
会
生
産
物
変
化
率
と
価
格
変
化
率
と
を
差
引
い
た
も
の
に
等
し
い
。

従
っ
て
、
労
働
者
数
と
物
価
を
不
変
と
す
る
と
、
賃
金
率
変
化
率
と
実
質
杜
会
生
産
物
変
化
率
と
の
差
が
ゼ
ロ
に
な
れ
ば
、
即
ち
、

両
老
の
変
化
率
が
同
じ
な
ら
ば
単
位
賃
金
費
用
は
不
変
で
あ
る
。
こ
れ
が
生
産
性
基
準
賃
金
の
考
え
方
で
あ
る
が
、
費
用
中
立
的
賃

金
の
考
え
は
、
賃
金
費
用
だ
げ
で
な
く
、
資
本
費
用
を
も
考
慮
す
る
し
、
更
に
、
交
易
条
件
の
変
化
や
い
わ
ゆ
る
構
造
変
動
の
賃
金

　
　
（
６
２
）

額
効
果
も
含
ん
で
い
る
。

　
委
員
会
は
、
実
際
に
政
策
提
示
を
す
る
際
に
は
、
資
本
費
用
も
構
造
変
動
効
果
も
コ
ソ
ス
タ
ソ
ト
と
仮
定
し
て
考
え
に
入
れ
ず
に
、

従
っ
て
、
生
産
性
基
準
賃
金
構
想
に
交
易
条
件
効
果
を
加
え
た
も
の
に
等
し
い
実
質
賃
金
ポ
ジ
シ
ヨ
ソ
を
尺
度
と
し
て
用
い
、
こ
れ

が
コ
ソ
ス
タ
ソ
ト
な
ら
ば
、
即
ち
、
民
間
都
門
の
実
質
賃
金
増
加
率
が
交
易
条
件
効
果
で
修
正
さ
れ
た
労
働
生
産
性
上
昇
率
に
等
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
３
）

い
な
ら
ぽ
、
賃
金
上
昇
は
費
用
中
立
的
だ
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
西
ド
イ
ツ
経
済
専
門
家
委
員
会
答
申
の
政
策
論
理
（
坂
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
一
（
六
三
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
・
第
三
・
四
・
五
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
二
（
六
三
六
）

　
こ
の
考
え
方
が
政
策
的
に
用
い
ら
れ
る
な
ら
ぽ
、
物
価
安
定
・
経
済
安
定
目
標
に
は
役
立
っ
て
も
、
所
与
の
所
得
分
配
が
前
提
さ

れ
て
、
労
組
の
所
得
再
分
配
要
求
１
１
分
配
平
等
化
目
標
が
考
慮
に
入
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
、
労
働
者
側
の
不
満
を
解
消
す
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
安
定
目
標
と
分
配
目
標
の
二
律
背
反
を
緩
和
す
る
独
自
の
構
想
が
展
開
さ
れ
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。

　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
４
）

　
¢
　
こ
う
し
て
、
七
二
答
申
か
ら
「
隈
定
持
分
に
よ
る
利
潤
参
加
」
と
い
う
構
想
が
展
開
さ
れ
た
。
間
題
の
焦
点
は
、
労
働
者
が

費
用
水
準
中
立
的
賃
金
以
上
の
所
得
を
、
ど
う
し
て
、
イ
ソ
フ
レ
圧
力
や
投
資
減
退
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
な
く
入
手
し
う
る
か
と
い

う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
却
ち
、
従
来
、
利
潤
減
に
対
し
て
企
業
が
と
っ
て
来
た
価
格
引
上
げ
や
投
資
抑
制
と
い
う
対
抗
措
置
を
企
業
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
５
）

に
と
ら
せ
る
こ
と
な
し
に
、
被
雇
用
者
に
有
利
な
再
分
配
が
出
来
る
か
否
か
で
あ
る
。
委
員
会
の
見
出
し
た
解
決
策
は
、
利
潤
と
リ

ス
ク
と
持
ち
分
１
１
責
任
と
を
結
び
っ
げ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
却
ち
、
持
ち
分
１
－
責
任
の
再
分
配
に
よ
る
所
得
再
分
配
と
い
う
考
え
方

で
あ
る
。

　
こ
の
考
え
の
基
本
は
、
毎
年
の
賃
上
げ
率
を
、
協
定
化
さ
れ
て
賃
上
げ
に
ま
わ
さ
れ
る
部
分
と
請
負
い
部
分
と
に
分
割
し
、
後
者

を
持
ち
分
（
一
種
の
出
資
金
）
と
し
て
、
年
度
末
の
利
潤
分
配
に
参
加
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
労
働
者
は
、
持
ち

分
に
ま
わ
っ
た
賃
金
部
分
の
他
に
利
潤
の
一
都
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
有
利
た
再
分
配
の
可
能
性
を
手
に
入
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
こ

れ
で
働
き
口
を
失
う
と
い
う
リ
ス
ク
を
軽
減
さ
れ
る
、
コ
雇
用
リ
ス
ク
が
所
得
リ
ス
ク
に
転
化
さ
れ
る
」
・
と
評
価
さ
れ
繍
～

　
被
雇
用
者
が
雇
用
保
障
を
確
保
し
な
が
ら
、
分
配
上
の
立
場
を
改
善
す
る
と
い
う
、
こ
の
構
想
の
意
図
す
る
事
態
が
展
開
す
る
か

否
か
は
、
現
実
の
利
潤
が
い
か
に
増
大
す
る
か
と
い
う
点
の
他
に
、
企
業
家
の
態
度
に
決
定
的
に
依
存
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の

分
配
面
に
お
け
る
労
資
の
関
係
に
経
済
安
定
目
標
達
成
の
鍵
が
あ
ず
げ
ら
れ
る
。
　
「
企
業
家
側
が
自
発
的
に
利
潤
を
犠
牲
に
し
た
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
７
）

分
配
に
同
意
す
る
場
合
に
だ
げ
、
国
民
経
済
全
体
の
安
定
が
脅
や
か
さ
れ
な
い
」
。
も
し
、
こ
の
同
意
が
容
易
に
得
ら
れ
る
な
ら
ば
、



こ
れ
ま
で
の
種
々
の
再
分
配
の
試
み
が
っ
ま
づ
く
こ
と
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
構
想
が
成
功
裡
に
実
施
さ

れ
る
見
込
み
は
極
め
て
乏
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
七
〇
年
代
後
半
の
答
申
で
、
委
員
会
自
身
、
費
用
水
準
中

立
的
賃
金
構
想
を
放
棄
し
て
賃
金
抑
制
を
重
点
的
政
策
と
し
、
利
潤
条
件
を
改
善
し
て
、
民
問
資
本
投
下
に
有
利
た
条
件
を
つ
く
る

と
い
う
移
で
の
供
給
重
視
政
策
を
強
め
て
い
っ
た
こ
と
が
証
明
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
　
　
　
六
　
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ヨ
ソ
、
構
造
危
機
と
供
給
重
視
路
線

－
七
五
答
申
以
降
委
員
会
は
、
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ヨ
ソ
か
ら
の
脱
却
、
西
ド
イ
ツ
資
本
主
義
の
構
造
転
換
、
成
長
軌
道
の
確
立

と
い
う
・
ま
さ
に
危
機
管
理
間
題
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
直
面
し
悪
戦
苦
闘
を
強
い
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
ま
す
ま
す
ヶ
イ
ソ
ズ
主
義
的

な
需
要
管
理
の
発
想
は
拒
絶
さ
れ
て
、
市
場
機
構
へ
の
信
頼
に
も
と
づ
く
供
給
管
理
構
想
が
前
面
に
出
る
。
そ
れ
に
合
わ
せ
て
分
配

政
策
・
財
政
政
策
の
再
編
成
が
勧
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
８
）

　
ｏ
〇
　
七
五
答
中
に
お
げ
る
恐
慌
分
析
は
次
の
四
点
を
そ
の
原
因
と
し
て
数
え
あ
げ
る
。
国
内
原
因
の
第
一
は
、
六
九
／
七
〇
年
ブ

ー
ム
以
来
激
し
く
な
っ
た
分
配
闘
争
で
あ
り
、
第
二
原
因
は
、
国
家
が
潜
在
生
産
力
に
・
対
す
る
負
担
を
、
民
問
の
そ
れ
を
相
応
に
引

下
げ
る
こ
と
な
と
、
公
共
財
供
給
や
市
場
的
に
な
さ
れ
た
所
得
分
配
の
修
正
茎
図
し
て
、
引
上
げ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
三
は
対

外
要
因
と
し
て
・
固
定
相
場
理
嚢
り
に
永
く
・
ぽ
ら
れ
過
ぎ
た
こ
と
一
そ
の
た
め
連
鴛
民
間
竃
家
の
イ
ソ
フ
レ
的
要
因
の
フ
ア
ィ

ナ
ソ
ス
を
防
止
す
る
よ
う
貨
幣
供
給
を
規
制
し
え
な
か
っ
た
）
、
第
四
は
、
イ
ソ
フ
レ
ヘ
の
慣
れ
Ｈ
イ
ソ
フ
レ
期
待
で
あ
る
。

す
で
に
七
三
年
菱
動
相
場
制
に
移
行
し
、
同
時
に
連
灌
よ
る
覇
的
通
貨
管
理
が
前
面
に
出
て
、
そ
れ
が
イ
ソ
フ
レ
期
待
一

の
対
応
策
と
し
て
位
置
づ
げ
ら
れ
て
い
る
段
階
で
は
、
前
記
の
よ
う
な
原
雰
析
か
ら
、
今
後
の
政
策
的
対
応
を
考
え
る
と
き
、
第

　
　
　
　
西
ド
イ
ツ
経
済
専
門
家
委
員
会
答
申
の
政
策
論
理
（
坂
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
三
（
六
三
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
一
第
三
十
巻
．
第
三
．
四
・
五
合
併
号
一
　
　
　
　
　
一
五
四
一
六
三
八
一

　
一
と
第
二
の
原
因
が
大
き
く
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
当
然
の
成
り
ゆ
き
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
七
〇
年
代
前
半
に
反
市
場
的
分
配
－
高
賃
金
が
、
賃
金
・
物
価
・
ス
バ
ィ
ラ
ル
を
も
た
ら
す
と
い
う
形
で
イ
ソ
フ
レ

原
因
の
第
一
と
さ
れ
た
と
す
れ
ぱ
、
七
〇
年
代
後
半
に
は
高
賃
金
が
失
業
の
第
一
の
原
因
で
茎
る
と
し
て
・
賃
金
．
失
業
．
負

イ
ラ
ル
論
農
開
さ
れ
る
。
ス
タ
グ
フ
レ
↓
ヨ
ソ
の
第
一
原
農
、
ま
さ
に
分
配
の
誤
り
・
高
す
ぎ
る
賃
金
と
い
う
こ
と
に
な
る
・

従
つ
て
、
短
期
的
観
点
で
の
需
要
拡
大
政
策
は
役
に
立
た
な
い
。
そ
れ
に
代
一
て
、
委
員
会
の
安
定
政
策
の
中
心
に
な
る
の
は
・

◎
引
締
め
的
貨
幣
政
策
に
よ
つ
て
、
徹
底
し
て
金
融
余
力
を
削
滅
し
て
イ
ソ
フ
レ
・
リ
ス
ク
を
雇
用
リ
ス
ク
に
霧
さ
せ
る
・
そ
の

下
で
、
◎
労
資
に
対
す
る
分
配
政
策
上
の
自
制
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
と
、
零
場
の
制
裁
メ
ヵ
一
ズ
ム
の
強
化
で
あ
る
・
し
か
し
・

票
作
用
す
れ
ば
す
る
筈
、
◎
の
役
割
は
低
下
し
、
国
家
の
所
得
政
策
上
の
責
任
は
軽
く
書
・
国
家
は
財
政
政
策
を
中
期
的
視

点
に
立
っ
て
、
中
傭
に
運
営
す
る
こ
と
だ
け
が
必
要
に
な
繍
～

こ
う
し
て
、
労
資
と
国
家
一
財
政
政
策
、
所
得
政
策
一
が
反
市
場
的
な
行
動
を
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
・
反
市
場
的

行
動
が
生
じ
た
な
ら
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
そ
れ
を
行
つ
た
も
の
の
責
任
を
と
が
め
て
罰
を
与
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
・

労
資
、
と
く
に
労
組
と
国
祭
市
場
適
合
的
に
行
動
す
る
こ
と
が
、
即
ち
、
賃
金
抑
制
に
よ
る
「
利
潤
期
待
の
安
定
化
一
と
「
国

家
活
動
の
修
正
」
（
杜
会
給
付
の
抑
制
）
と
が
、
経
済
拡
大
と
財
政
健
全
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
の
で
あ
る
・

の
七
五
答
申
で
は
、
市
場
機
構
に
ま
か
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
構
造
転
換
の
課
題
藁
し
う
る
と
し
て
い
た
の
に
対
し
・
七
六

答
申
は
こ
の
点
で
の
市
場
の
自
動
調
整
麓
に
限
界
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
、
そ
の
限
り
で
構
造
政
策
を
票
と
る
こ
と
を
是
認
す

　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
０
）

る
と
い
う
点
で
、
七
五
答
申
か
ら
一
歩
ふ
み
出
し
て
い
る
。
即
ち
、
単
に
、
市
場
機
構
の
問
題
処
理
能
力
に
期
待
し
た
り
・
利
潤
期

待
の
安
定
化
が
解
決
に
っ
な
が
る
こ
と
を
主
張
す
る
だ
げ
で
な
く
、
従
来
賛
会
に
は
禁
句
で
あ
一
た
供
給
側
へ
の
構
造
政
策
的
関



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
１
）

与
が
主
張
さ
れ
、
そ
の
一
環
と
し
て
世
界
に
冠
た
る
競
争
力
を
誇
っ
て
来
た
輸
出
産
業
へ
の
国
家
的
助
成
の
必
要
性
も
語
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
主
張
の
基
礎
に
は
、
間
題
は
需
要
不
足
に
で
は
な
く
供
給
側
に
あ
る
と
い
う
、
こ
の
時
期
の
委
員
会
答
申
に
共
通
の
見
方

が
存
在
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
成
長
政
策
的
配
慮
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
の
主
要
内
容
は
新
し
い
色
彩
を
も
っ
た
所
得
政
策
、
即
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
２
）

所
得
の
機
能
的
分
配
（
利
潤
対
賃
金
）
を
変
更
す
る
こ
と
（
勿
論
、
利
潤
に
有
利
に
）
で
あ
る
。

　
ま
た
、
財
政
再
建
１
１
「
健
全
化
」
は
、
こ
れ
ま
で
国
家
が
行
な
っ
て
き
た
諸
活
動
分
野
か
ら
身
を
ひ
く
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ

る
と
い
う
方
針
が
示
さ
れ
る
。
然
し
、
そ
れ
は
一
律
に
行
政
守
備
範
囲
を
縮
小
す
る
の
で
は
な
く
、
国
民
生
活
向
げ
の
分
野
で
重
点

的
に
縮
小
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
さ
に
、
不
況
の
長
期
化
の
責
任
は
、
　
「
杜
会
国
家
」
と
労
組
と
が
負
う
べ
き
も
の
と
さ

れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
３
）

　
側
　
七
七
答
申
は
、
そ
の
序
文
で
答
申
の
基
本
視
点
を
次
の
よ
う
に
宣
言
す
る
、
　
「
総
需
要
の
持
続
的
弱
さ
は
自
立
的
現
象
で
は

な
く
、
結
局
、
国
民
経
済
の
供
給
側
で
の
失
敗
に
起
因
す
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
、
赤
い
糸
の
如
く
答
中

を
貫
ぬ
い
て
い
る
。
過
熱
で
さ
え
も
そ
う
で
あ
り
、
西
独
だ
げ
の
こ
と
で
な
い
。
欠
げ
て
い
る
の
は
、
よ
り
多
く
の
需
要
で
は
な
く
、

よ
り
多
く
の
生
産
が
欠
げ
て
い
る
…
…
だ
か
ら
雇
用
間
題
の
諾
原
因
の
我
々
の
分
析
か
ら
、
来
年
に
は
一
貫
し
て
経
済
成
長
に
よ
る

完
全
雇
用
へ
の
道
を
求
め
る
と
い
う
助
言
が
成
立
す
る
」
。
供
給
側
で
の
投
資
意
欲
が
、
構
造
転
換
に
対
す
る
適
応
困
難
、
対
外
経

済
条
件
の
変
化
、
高
す
ぎ
る
賃
金
水
準
等
に
よ
っ
て
そ
が
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
結
局
は
、
賃
金
間
題
が
主
要
た
責
任
を
負
わ
さ
れ

る
。
　
「
他
の
理
由
か
ら
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
供
給
面
の
諸
問
題
が
、
完
全
雇
用
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
ほ
ど
激
し
く
な
ら
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
４
）

よ
う
な
賃
金
水
準
が
常
に
存
在
す
る
」
と
い
う
わ
げ
で
あ
る
。

　
こ
の
様
な
現
状
認
識
か
ら
、
当
然
、
政
策
的
対
応
と
し
て
は
供
給
面
の
条
件
改
善
が
中
心
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
不
況
の
長
期
化

　
　
　
西
ド
イ
ツ
経
済
専
門
家
委
員
会
答
申
の
政
策
論
理
（
坂
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
五
（
六
三
九
）
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に
と
も
な
っ
て
、
需
要
刺
戟
的
景
気
対
策
も
拒
絶
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
だ
げ
一
層
基
軸
は
供
給
対
策
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ

る
。

　
コ
雇
用
間
題
の
主
要
原
因
は
需
要
側
の
代
り
に
供
給
側
に
求
め
う
る
。
　
『
需
要
増
加
は
雇
用
増
加
を
創
出
す
る
』
と
の
文
言
は
正

し
い
。
逆
の
『
雇
用
増
加
は
需
要
増
加
を
創
出
す
る
』
も
正
し
い
。
…
…
需
要
が
供
給
に
不
可
避
的
に
先
行
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
５
）

決
し
て
な
い
。
…
…
多
く
の
も
の
の
共
演
の
中
で
は
か
く
し
て
供
給
は
そ
の
需
要
を
創
出
す
る
」
、
こ
う
し
て
問
題
は
供
給
条
件
に

あ
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
面
で
は
国
家
の
役
割
は
、
後
退
ど
こ
ろ
か
積
極
的
拡
充
が
期
待
さ
れ
る
。

　
「
市
場
の
自
己
回
復
力
の
強
さ
に
対
し
て
疑
間
が
あ
る
た
ら
、
特
に
、
投
資
性
向
の
改
善
の
た
め
に
よ
り
多
く
の
こ
と
を
実
行
す

る
よ
う
に
す
べ
き
だ
っ
た
。
Ｓ
Ｖ
Ｒ
は
近
年
の
年
次
答
申
に
お
い
て
、
国
家
が
投
資
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ソ
の
リ
ス
ク
を
、
ま
た
構
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
６
）

転
換
の
費
用
を
よ
り
多
く
分
担
す
べ
し
と
主
張
し
て
来
た
。
国
家
は
こ
の
道
を
た
め
ら
い
乍
ら
歩
ん
だ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
と
し
て

政
府
が
批
判
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
公
課
負
担
が
投
資
阻
害
的
な
税
か
ら
投
資
促
進
的
な
税
に
移
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
民
問
投
資
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
７
）

促
進
す
る
経
費
支
出
に
高
い
優
先
順
位
を
認
め
る
こ
と
」
が
国
家
に
期
待
さ
れ
る
。

　
↑
〇
　
七
八
答
申
で
は
、
前
年
度
に
示
さ
れ
て
い
た
景
気
政
策
へ
の
一
定
の
評
価
は
後
退
し
、
民
間
収
益
条
件
の
改
善
と
い
う
供
給

側
面
整
備
を
重
視
し
た
方
向
へ
と
純
化
さ
れ
る
。
　
「
七
三
～
七
七
年
に
克
服
す
べ
き
も
の
が
、
特
に
景
気
間
題
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
８
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
９
）

こ
れ
か
ら
は
成
長
間
題
が
中
心
と
な
ろ
う
」
。
財
政
政
策
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
成
長
政
策
的
課
題
を
重
視
す
る
こ
と
に
な
り
、
一
層

鮮
明
に
新
古
典
派
的
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
を
基
礎
に
す
る
よ
う
に
た
る
。
そ
の
際
、
軸
点
は
分
配
問
題
で
あ
り
、
労
使
が
適
当
な
第
一

次
的
分
配
と
な
る
よ
う
配
慮
し
、
国
家
が
必
要
た
修
正
を
適
切
に
行
う
た
ら
、
他
の
す
べ
て
は
安
定
的
な
民
間
セ
ク
タ
ー
に
ま
か
せ

う
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
生
れ
た
条
件
の
上
で
民
間
投
資
が
経
済
成
長
を
も
た
ら
し
、
成
長
は
完
全
雇
用
を
も
た
ら
す
と



と
も
に
、
イ
ソ
フ
レ
問
題
、
構
造
問
題
を
解
決
す
る
。

旧
七
九
答
申
は
二
方
で
、
こ
の
様
な
政
策
が
代
替
投
資
の
根
強
い
上
昇
を
た
ら
し
、
構
造
転
換
書
主
的
警
峠
つ
て

の
り
き
ろ
う
と
す
る
企
業
努
力
と
あ
い
ま
一
て
、
投
資
景
気
に
吉
、
四
・
の
生
産
増
加
と
い
う
雅
蓼
お
さ
め
た
こ
と
を
誇
る

と
同
時
に
・
他
方
・
失
業
間
崇
依
然
と
し
て
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
蒲

会
は
労
組
等
が
要
求
し
て
い
る
失
業
克
服
策
一
支
出
政
策
の
強
化
、
労
働
時
間
短
縮
、
選
択
的
労
働
市
場
政
策
等
一
を
重
視
し
て
い
た
い
。

さ
ら
に
・
第
二
箸
油
危
機
一
の
適
応
と
い
う
構
造
調
整
の
第
二
段
階
の
間
題
に
っ
い
て
は
、
国
家
に
よ
る
支
援
と
は
、
国
家
が
自

ら
の
赤
字
を
解
消
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
資
本
費
の
引
下
げ
、
石
油
節
約
的
、
代
替
的
警
を
促
進
す
る
こ
と
凄
る
。
確

転
換
の
指
針
が
利
潤
に
ょ
一
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
形
で
、
適
応
一
ス
ト
を
配
分
す
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
・
民
間
投
資
の
活
性
化
↓
成
長
↓
雇
用
Ｈ
イ
ソ
フ
レ
ｎ
構
造
問
題
の
解
決
と
い
う
論
理
が
語
ら
れ
る
。

ゆ
八
○
答
申
も
・
同
様
の
基
本
線
に
立
一
て
い
る
。
「
連
程
経
済
全
体
の
潜
在
生
産
力
の
成
着
よ
つ
て
決
め
ら
れ
る
貨
幣

量
と
い
う
政
策
構
想
姦
持
す
べ
き
で
－
…
中
央
銀
行
貨
幣
量
が
八
一
年
定
約
五
．
五
％
上
昇
す
る
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
で
あ

璽
「
財
政
政
策
の
新
し
い
拡
張
プ
一
グ
ラ
ム
は
指
示
し
な
い
。
需
要
重
視
の
総
体
誘
導
は
、
そ
の
活
動
余
力
の
終
末
に
到
達
し
た

よ
う
で
あ
る
・
…
：
．
だ
か
ら
・
我
・
は
・
現
実
の
経
済
状
態
に
関
し
て
何
ら
こ
れ
以
上
の
財
政
政
策
の
措
置
を
勧
め
な
い
。
国
家
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
５
）

む
し
ろ
・
中
期
的
窪
全
化
一
よ
を
出
来
る
だ
げ
鮮
明
に
堅
持
す
る
べ
き
で
あ
る
。
一
「
次
の
賃
金
交
渉
隻
い
て
、
賃
金
政
繁

分
配
余
力
を
非
常
に
少
な
く
す
べ
き
で
あ
る
。
我
・
は
、
年
度
途
中
の
費
用
水
準
修
正
の
余
地
を
残
す
よ
う
奮
定
を
勧
め
た
い
。
一

こ
れ
が
・
連
銀
・
連
邦
財
政
・
賃
金
交
渉
当
事
者
－
労
蓬
対
し
て
な
さ
れ
た
景
気
政
策
に
か
か
わ
る
勧
告
の
核
心
雰
で
あ
る
。

２
こ
の
よ
嘉
賃
金
抑
制
・
利
潤
に
有
利
な
所
得
再
分
配
と
国
家
の
投
資
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ヨ
ソ
．
リ
ス
ク
一
の
参
加
一
そ
れ
が

　
　
　
　
西
ド
イ
ツ
経
済
専
門
家
委
員
会
答
申
の
政
策
論
理
一
坂
野
一
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五
七
一
一
一
四
一
一
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可
能
に
な
る
よ
う
に
国
家
財
政
の
再
編
成
、
杜
会
的
給
付
の
抑
制
と
投
資
促
進
税
制
、
産
業
基
盤
整
備
の
強
化
一
－
利
潤
期
待
の
安
定
化
－
民
問

馨
の
活
性
化
－
経
済
成
長
－
雇
用
増
大
と
イ
ソ
フ
レ
間
題
・
構
造
間
題
の
解
決
、
と
い
う
構
想
に
も
と
づ
く
・
賛
会
内
の
多
数

派
の
見
方
に
対
し
て
少
数
意
見
が
七
七
省
申
か
ら
現
わ
れ
た
一
七
丁
七
一
一
の
て
ラ
ー
の
少
数
意
見
志
そ
の
意
義
を
質
的
に
異
早
る
一
・

シ
エ
ル
ホ
ル
ソ
一
七
七
．
七
八
答
申
及
び
七
八
年
特
別
答
申
一
と
グ
ラ
ス
テ
ッ
タ
ー
一
八
○
答
申
一
の
少
数
意
見
は
・
基
本
的
に
は
同
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
７
）

の
考
え
方
に
も
と
づ
く
と
み
て
差
し
つ
か
え
な
い
。

七
七
答
申
で
、
経
済
政
策
路
線
に
か
か
わ
る
選
択
肢
と
し
て
、
「
成
長
を
通
じ
て
の
完
全
雇
用
一
の
路
線
と
「
よ
り
多
く
国
家
に
・

よ
り
少
な
く
労
働
を
一
の
路
線
が
検
討
対
象
と
書
、
多
数
派
は
前
者
を
と
一
た
の
で
あ
る
が
、
シ
一
ル
ホ
ル
ソ
は
・
多
数
派
の
路

線
が
、
時
問
短
縮
の
テ
ソ
ポ
姦
雲
く
と
も
中
期
的
に
全
て
の
求
職
者
に
職
を
保
障
し
う
る
程
の
高
い
成
長
率
が
可
能
で
あ
る
と

仮
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
批
判
を
表
明
し
、
国
家
シ
ヱ
ァ
の
漸
進
的
引
上
げ
と
最
近
の
テ
ソ
ポ
を
上
ま
わ
る
適
当
釜
さ
で
の

時
問
短
縮
を
と
差
う
中
位
的
姦
長
露
奏
施
す
る
こ
と
が
、
妥
当
で
あ
る
と
の
態
度
を
表
明
し
て
い
電

七
八
年
六
月
の
特
別
答
申
で
も
、
彼
は
、
時
問
短
縮
な
し
で
完
全
雇
用
を
達
成
し
う
る
見
込
み
は
な
ど
一
と
を
主
張
し
・
時
問
短

縮
は
勤
労
者
自
身
の
希
望
を
上
ま
わ
る
も
の
む
と
す
る
多
数
派
の
意
見
は
正
し
く
な
い
と
彼
ら
を
批
判
し
て
い
菊

七
八
答
申
で
高
様
の
視
点
か
ら
少
数
意
見
を
出
し
て
い
る
が
、
多
数
派
が
成
長
と
雇
用
に
対
し
て
国
家
の
果
す
役
割
を
否
定
的

に
捉
え
て
い
る
の
に
対
し
、
墓
的
垣
え
る
べ
き
こ
と
を
、
ま
た
多
数
派
が
需
要
重
視
の
正
否
に
関
連
し
て
・
人
問
の
欲
求
の
発

展
を
無
限
で
あ
る
と
し
て
、
需
要
重
視
を
す
る
こ
と
竺
層
供
給
に
隆
路
を
も
た
ら
す
だ
げ
だ
麦
る
の
に
対
し
・
シ
一
ル
ホ
ル
ソ

は
、
所
常
条
件
下
で
は
、
人
問
の
欲
求
至
定
の
限
界
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
、
多
数
派
の
需
要
重
視
論
批
判
に
反
批
判
を
加

え
て
い
る
。



　
八
○
答
申
で
、
多
数
派
は
、
潜
在
生
産
カ
を
基
準
に
す
る
政
策
運
営
方
針
に
も
と
づ
き
、
財
政
政
策
が
雇
用
重
視
の
拡
張
政
策
を

と
る
こ
と
を
拒
否
し
、
賃
金
交
渉
に
お
い
て
は
労
資
に
（
具
体
的
に
は
労
組
に
）
費
用
水
準
を
修
正
さ
せ
た
い
よ
う
に
さ
せ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
グ
ラ
ス
テ
ヅ
タ
ー
は
同
意
せ
ず
、
賃
金
引
上
げ
政
策
に
１
よ
っ
て
雇
用
増
加
を
は
か
り
、
時
問
短
縮
措
置
も
実
施
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
１
）

き
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。

七
　
お

わ
　
り
　
に

　
以
上
、
専
門
家
委
員
会
の
年
次
答
中
の
内
容
・
論
理
の
展
開
を
、
答
申
の
文
言
自
体
に
語
ら
せ
る
形
で
追
っ
て
来
た
。
委
員
会
答

申
は
、
そ
れ
が
元
来
も
っ
て
い
た
新
自
由
主
義
的
な
杜
会
的
市
場
経
済
論
の
土
台
の
上
に
、
六
〇
年
代
後
半
の
世
界
及
び
西
独
資
本

主
義
の
危
機
要
因
の
累
積
の
中
で
、
ヶ
イ
ソ
ズ
主
義
的
総
体
的
誘
導
の
論
理
を
と
り
入
れ
る
が
、
六
九
年
か
ら
七
三
年
に
か
け
て
の

通
貨
危
機
、
固
定
相
場
制
か
ら
変
動
制
、
ブ
ロ
ッ
ク
・
フ
ロ
ー
ト
ヘ
の
制
度
転
換
の
過
程
で
一
層
激
化
し
た
イ
ソ
フ
レ
に
対
し
て
、

総
体
的
誘
導
路
線
の
有
効
性
が
失
な
わ
れ
る
に
つ
れ
て
、
フ
ィ
ス
カ
ル
・
ポ
リ
シ
ー
と
貨
幣
政
策
と
の
経
済
安
定
政
策
体
系
の
中
で

の
地
位
が
逆
転
し
、
潜
在
生
産
力
の
中
期
的
発
展
傾
向
に
リ
ソ
ク
し
た
マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
的
な
規
則
結
合
的
政
策
運
営
を
基
軸
と
し
、

短
期
的
反
循
環
策
を
補
完
的
と
す
る
政
策
論
理
へ
と
転
換
す
る
。
こ
の
立
場
は
、
七
四
年
か
ら
の
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ヨ
ソ
．
経
済
危

機
の
中
で
、
そ
の
責
任
を
労
資
の
問
の
所
得
分
配
関
係
（
具
体
的
に
は
労
組
の
過
大
な
賃
金
要
求
）
と
国
家
に
よ
る
杜
会
的
生
産
カ
ヘ
の

過
大
な
負
担
お
し
つ
げ
と
に
求
め
る
形
に
発
展
し
、
更
に
、
需
要
面
に
で
は
な
く
、
供
給
条
件
の
悪
さ
、
即
ち
、
利
潤
条
件
の
不
安

定
に
よ
る
民
問
投
資
条
件
の
悪
さ
、
そ
れ
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
分
配
面
の
利
潤
の
不
利
さ
（
そ
れ
は
反
市
場
的
高
賃
金
に
起
因
す
る
と

さ
れ
る
）
と
国
家
に
ょ
る
構
造
改
善
政
策
の
欠
如
と
に
責
任
を
求
め
る
形
の
供
給
重
視
路
線
へ
と
展
開
す
る
。

　
　
　
西
ド
イ
ツ
経
済
専
門
家
委
員
会
答
中
の
政
策
論
理
（
坂
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九
（
六
四
三
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
・
第
三
・
四
・
五
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
○
（
六
四
四
）

　
　
「
五
賢
人
」
は
、
こ
う
し
た
方
向
に
し
か
経
済
危
機
か
ら
の
脱
出
路
は
な
い
と
語
り
か
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
方
で
、
今
日
の

西
ド
ィ
ツ
で
経
済
安
定
達
成
の
展
望
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
と
同
時
に
、
他
方
で
、
経
済
安
定
を
達
成
す
る
に
は
、

生
活
水
準
を
切
下
げ
て
利
潤
取
得
条
件
を
改
善
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
公
然
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
生

活
と
利
潤
取
得
制
度
と
が
天
秤
に
か
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
間
題
の
根
本
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。
イ
ソ

フ
レ
の
不
断
の
進
行
、
百
万
人
前
後
の
完
全
失
業
者
が
存
在
す
る
中
で
、
国
民
の
八
六
劣
を
占
め
る
被
雇
用
者
は
、
賃
金
抑
制
と
杜

会
的
諸
給
付
の
切
下
げ
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
六
四
年
以
来
一
七
年
間
の
委
員
会
答
申
展
開
の
帰
結
は
、
極
め
て
重

犬
な
告
白
を
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
委
員
会
答
申
の
示
す
道
と
は
異
な
る
経
済
政
策
賂
線
を
求
め
て
、
経
済
政
策
に
関
す
る
討
論
が
、
単
に
研
究
者
の
み
た
ら
ず
、
労

働
運
動
や
住
異
運
動
レ
ベ
ル
で
も
、
特
に
七
五
年
以
降
活
発
化
し
て
来
た
の
も
理
由
な
し
と
し
な
い
。
七
七
年
以
降
の
答
申
で
、
シ

ェ
ル
ホ
ル
ソ
や
グ
ラ
ス
テ
ッ
タ
ー
が
少
数
意
見
を
表
明
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
杜
会
的
動
向
を
不
十
分
で
は
あ
っ

て
も
反
映
さ
せ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
１
）
　
六
三
年
八
月
一
四
目
の
経
済
専
門
家
委
員
会
設
置
法
（
○
霧
ｏ
討
肇
胃
畠
ｏ
里
崖
旨
胴
ｏ
弐
易
ｏ
ｏ
８
～
¢
邑
ぎ
昌
胴
昌
Ｈ
９
＄
Ｎ
冒
吋
晶
干

　
　
　
　
討
ｏ
ま
旨
胴
｛
胃
旧
窪
凹
冒
茸
宇
↑
。
・
ｏ
ぎ
葦
９
彗
向
ま
ま
鼻
巨
■
胴
）
に
よ
り
六
四
年
二
月
に
五
人
の
委
員
が
任
命
さ
れ
発
足
。
次
お
、
Ｓ
Ｖ
Ｒ

　
　
　
　
設
置
法
は
全
文
二
二
条
よ
り
成
り
、
そ
の
後
第
六
条
が
僅
か
に
変
更
さ
れ
た
だ
げ
で
今
に
到
っ
て
い
る
。
法
律
の
主
要
内
容
は
篤
三
節
を

　
　
　
　
み
よ
。
委
員
会
は
毎
年
一
一
月
（
若
干
の
例
外
が
あ
り
、
第
一
回
目
は
翌
年
の
一
月
）
に
出
す
定
例
的
な
年
次
報
告
（
守
～
８
．
ｑ
鼻
き
ま
竃
）

　
　
　
　
と
不
定
期
の
特
別
答
申
（
ｏ
ｏ
◎
己
ｏ
お
巨
胃
卑
彗
）
を
出
し
て
い
る
。

　
　
（
２
）
新
自
由
主
義
の
西
ド
イ
ツ
的
タ
イ
プ
と
し
て
の
オ
ル
ド
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
（
更
に
は
杜
会
的
市
場
経
済
論
）
を
ど
う
捉
え
る
か
は
、
そ

　
　
　
　
れ
自
体
、
独
自
の
考
察
を
必
要
と
す
る
固
有
の
テ
ー
マ
を
な
す
。
Ｓ
Ｖ
Ｒ
答
申
の
基
本
的
立
場
が
、
こ
れ
ら
の
タ
ィ
プ
の
新
自
由
主
義
と

　
　
　
　
ど
ん
た
関
連
に
あ
る
か
に
っ
い
て
の
詳
し
い
分
析
は
、
こ
こ
で
は
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
本
稿
で
は
、
さ
し
あ
た
り
、
新
自
由
主
義
の



　
特
徴
を
一
般
的
に
次
の
考
に
提
え
て
お
く
。
市
場
－
価
格
メ
カ
一
ズ
ム
の
基
本
的
安
定
性
を
前
提
仁
て
、
自
由
姦
争
秩
序
を
阻
害

　
　
す
る
諸
条
件
を
除
去
し
・
市
場
の
有
効
性
を
維
持
す
る
秩
序
政
策
言
目
■
雲
・
奏
一
に
国
家
の
政
策
的
関
与
を
基
本
的
に
制
限
し
、

　
　
経
済
活
動
そ
れ
自
体
へ
の
関
与
、
即
ち
、
経
過
政
策
（
＞
巨
彗
赤
り
ｏ
毒
斤
）
、
特
に
景
気
政
策
は
拒
絶
す
る
考
え
方
。
た
お
、
邦
語
文
献
と

　
　
し
て
は
・
次
の
論
文
が
こ
れ
ら
の
点
に
比
較
的
詳
し
い
考
察
を
行
な
っ
て
い
る
。
野
尻
武
敏
「
新
自
由
主
義
の
経
済
秩
序
と
経
済
政
策
」

　
　
（
「
目
向
学
院
論
集
」
一
五
号
、
一
九
七
二
年
）
。

一
３
一
姜
甲
一
婁
葦
婁
げ
胃
葦
弄
・
・
Ｐ
・
つ
書
婁
岬
碁
婁
；
ま
の
。
ブ
、
箏
穴
。
・
づ
、
。
。
一
、
づ
一
。
。
冒
一
。
。
一
目
ｏ
峯
。
目
、
一
、
、
一
。
。
旨
一
。
。
・

　
　
司
ｓ
■
匡
■
斗
＼
竃
．
畠
お
．
ｏ
ｏ
』

一
４
一
葦
葦
参
婁
・
旨
｛
書
葦
・
菖
・
一
葬
思
一
碁
二
己
竃
二
一
竜
、
、
箏
匡
目
、
葦
妻
・
・
。
薫

（
５
）
Ｕ
胃
オ
家
ｏ
易
ｏ
ぎ
彗
ｏ
プ
彗
雰
一
尋
訂
ぎ
害
己
霧
邑
目
葬
¢
ま
旨
｛
琴
オ
一
、
け
。
。
。
｝
、
声
　
一
九
四
七
年
設
置
。
委
員
二
〇
～
三
〇
名
。

（
６
）
　
Ｕ
睾
オ
家
彗
。
・
ｏ
ぎ
｛
艘
ｏ
｝
彗
団
¢
守
等
げ
９
昌
吋
旨
｛
霧
昌
一
■
茸
胃
巨
冒
宗
、
胃
一
、
箏
、
、
Ｐ
　
一
九
四
八
年
五
月
二
二
日
に
設
置
さ
れ
た

　
　
○
っ
け
彗
胃
ぎ
庁
ｇ
が
前
身
で
、
四
九
年
二
月
以
降
現
在
の
名
称
と
な
る
。
約
一
五
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ
る
。

（
７
）
　
以
下
の
叙
述
は
次
の
文
献
を
参
照
。

　
　
　
一
毒
甲
尋
。
妻
書
。
・
げ
巴
。
ま
秦
Ｈ
ト
Ｕ
實
。
・
葦
く
・
肇
目
身
彗
曇
よ
己
易
巨
豪
目
麦
蚤
。
。
昌
。
目
。
り
。
－
。
。
饒
。
。
。
ぎ
、
■
。
｝
一
、
、
竃
．

　
　
毒
奏
句
§
琴
着
．
一
葦
ご
～
・
・
．
婁
甲
事
曇
・
一
一
邑
・
葦
；
曇
・
。
』
、
べ
・
宍
峯
、
ら
箏
、
、
・
冒
。
。
、
げ
、
、
饒
、
、

　
　
司
｝
ま
考
９
０
・
¢
Ｐ
内
０
：
一
Ｐ
　
畠
Ｏ
◎
◎
．
Ｏ
つ
旨
－
弓

　
　
　
Ｂ
Ｂ
Ｍ
Ｆ
関
係
の
答
申
に
つ
い
て
は
　
Ｕ
胃
オ
雰
¢
易
ｏ
ぎ
嘗
－
ｏ
ぎ
づ
雰
－
昌
け
訂
ぎ
団
目
箏
｛
。
。
。
昌
－
目
一
。
。
け
、
、
一
一
昌
｛
。
、
雲
一
。
目
、
。
Ｐ

　
　
塞
。
・
。
巨
邑
套
賃
Ｃ
つ
邑
一
凄
｛
き
彗
邑
婁
善
・
戸
婁
－
妻
；
凄
く
・
二
一
箏
｛
、
。
。
邑
目
一
。
。
一
、
、
一
一
二
、
、
雲
。
”
目
、
、
箏
・

　
　
弓
婁
轟
雪
二
違
１
・
つ
曇
－
Ｈ
Ｏ
べ
・
曇
－
曇
・
§
．
§

（
８
）
　
ミ
ュ
ラ
ー
・
ア
ル
マ
ッ
ク
は
一
九
六
〇
年
に
次
の
論
文
を
あ
ら
わ
し
た
。
く
彗
ｏ
、
．
声
、
昌
、
。
ぎ
艮
、
、
ミ
。
岸
、
勺
プ
。
。
。
、
｛
、
、
ｏ
○
。
、
－
、
一
、
、

　
　
夢
ま
考
募
。
薫
戸
Ｈ
ぎ
向
蓉
曇
お
琴
・
＝
轟
曇
一
げ
旨
多
胃
§
彗
○
馨
豪
・
プ
萎
菖
薫
・

　
　
　
な
お
・
杜
会
的
市
場
経
済
論
の
「
父
」
と
し
て
の
ミ
ュ
ラ
ー
・
ア
ル
プ
ツ
ク
の
業
績
に
・
っ
い
て
は
ｐ
｝
。
申
昌
、
。
箏
・
Ｎ
一
声
、
ず
。
岸
一
目
｛

　
　
秦
寿
§
葦
色
曇
一
雫
声
嚢
。
ぎ
｝
書
｛
婁
員
ま
｛
胃
嚢
暑
戻
冒
易
ぎ
秦
向
蓼
９
、
奉
、
§
べ
切
・
○
彗
、
蕃
・
。

　
　
§
≧
印
＆
葦
軍
ー
キ
§
鼻
一
｝
凄
．
書
Ｏ
．
妻
一
ま
＼
声
オ
一
膏
８
３
・
。
姜
。
・
邑
畠
べ
ｏ

　
　
西
ド
イ
ツ
経
済
専
門
家
委
員
会
答
申
の
政
策
論
理
（
坂
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
一
（
六
四
五
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
・
第
三
・
四
・
五
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
ニ
（
六
四
六
）

（
９
）
卑
９
睾
ぎ
皇
§
一
二
彗
・
吋
・
義
・
ぎ
オ
豪
・
罫
穿
君
一
葦
一
竃
暮
｝
彗
二
〇
。
・
ポ
９
。
・
べ
ｏ
会
Ｈ

（
１
０
）
　
政
府
か
ら
の
独
立
性
の
点
で
、
大
統
領
と
一
体
の
行
政
機
関
的
性
格
を
も
つ
ア
メ
リ
カ
の
経
済
諮
問
委
員
会
Ｃ
Ｅ
Ａ
（
ｏ
◎
冒
ｏ
－
◎
｛

　
　
向
、
邑
。
声
｛
く
－
。
。
、
、
。
。
三
名
の
委
員
）
と
異
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
Ｓ
Ｖ
Ｒ
と
Ｃ
Ｅ
Ａ
の
比
較
を
論
じ
た
も
の
に
次
の
論
文
が
あ
る
・

　
　
甲
Ｐ
｛
－
。
戸
掌
、
ぎ
、
、
一
。
凹
二
・
旨
昌
・
竃
§
邑
・
き
・
ぎ
。
・
彗
＝
｝
二
・
§
二
竃
｝
嚢
§
農
彗
員
二
巨
Ｏ
＜

　
　
一
目
亭
、
、
、
ま
。
。
。
Ｏ
こ
婁
８
・
巨
掌
・
冒
胃
雪
一
Ｋ
－
・
冒
邑
・
｛
向
８
９
邑
易
・
・
一
◎
・
Ｎ
オ
９
◎
。
（
ぎ
。
・
易
寸
嚢
。
・
）

（
ｕ
）
　
委
員
会
法
に
よ
る
法
観
上
の
経
済
政
策
目
標
が
、
は
た
し
て
同
時
に
達
成
し
う
る
か
否
か
の
問
題
は
、
基
本
的
問
題
で
あ
る
◎
こ
の
点

　
　
に
っ
い
て
、
委
員
会
答
申
自
体
は
、
同
時
達
成
は
不
可
能
と
は
塑
言
し
て
い
た
い
。
も
し
、
そ
う
嬰
言
す
る
な
ら
、
Ｓ
Ｖ
Ｒ
は
自
ら
の
存

　
　
立
の
基
盤
を
否
定
す
る
こ
と
に
た
る
。
然
し
、
答
申
の
具
体
的
分
析
や
政
策
検
討
に
お
い
て
は
、
諸
政
策
目
標
が
現
実
に
同
時
達
成
す
る

　
　
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
示
竣
す
る
こ
と
は
し
ば
し
ぱ
あ
る
。
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
９
　
０
ｏ
持
彗
く
◎
旨
Ｕ
ｇ
ｏ
昌
昌
ｐ
｛
易

　
　
○
・
。
。
、
一
、
、
奉
、
晶
。
。
。
ニ
ニ
・
夢
豪
・
冨
。
・
一
一
Ｎ
筆
峯
５
・
・
筆
く
・
嚢
邑
一
琶
鼻
『
§
彗
ミ
芦
暑
。
。
．

（
１
２
）
　
経
済
安
定
法
と
そ
れ
に
よ
る
経
済
運
営
体
制
の
再
編
成
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
次
の
拙
稿
を
参
照
、
「
西
ド
イ
ツ
財
政
」
（
林
栄

　
　
夫
他
編
「
玩
代
財
政
学
体
系
第
四
巻
、
国
際
財
政
論
」
有
斐
閣
、
一
九
七
三
）
。

（
１
３
）
　
Ｓ
Ｖ
Ｒ
法
と
安
定
成
長
法
と
の
目
標
規
定
の
仕
方
の
（
表
現
上
）
差
異
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
に
次
の
論
文
が
あ
る
◎
■
■
オ
９
昌
彗
Ｐ

　
　
Ｈ
昌
・
。
ぎ
二
・
；
冒
墨
一
彗
≦
ユ
。
・
・
臣
芦
巨
射
．
豪
豪
二
穿
胴
）
一
Ｐ
Ｐ
Ｐ
－
Ｃ
・
．
甲
。
・
ド

　
　
　
ノ
ィ
マ
ソ
は
、
¢
安
定
法
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
経
済
全
体
の
均
衡
」
と
い
う
表
毘
は
Ｓ
Ｖ
Ｒ
法
に
は
な
い
、
　
Ｓ
Ｖ
Ｒ
法
は
目
標
の

　
　
実
現
を
「
保
障
す
る
」
よ
う
調
査
分
析
を
す
す
め
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
に
、
安
定
法
は
目
標
実
現
に
「
寄
与
す
る
」
こ
と
が
求
め
ら

　
　
れ
て
い
る
、
＠
Ｓ
Ｖ
Ｒ
法
で
は
そ
の
分
析
に
所
得
・
財
産
の
形
成
・
分
配
を
含
め
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
が
、
安
定
法
で
は
そ
の
指
摘
は

　
全
く
た
い
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
の
違
い
が
二
っ
の
点
で
、
経
済
分
析
や
政
策
構
想
上
で
の
少
な
か
ら
ぬ
差
異
を
生
じ
う
る
可
能
性
を

　
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
¢
「
経
済
全
体
の
均
衡
」
に
は
、
経
済
と
杜
会
に
お
げ
る
諾
対
立
の
過
小
評
価
を
も
た
ら
す
移
而
上
学
が
あ
る
・
こ
れ
を
ア
プ
リ
ォ
リ

　
　
に
分
析
の
前
提
に
し
な
い
方
が
そ
の
よ
う
な
過
小
評
価
に
お
ち
い
る
可
能
性
は
よ
り
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
経
済
政
策
に
つ
い
て
の
塑
言

　
の
中
に
所
得
．
財
産
の
移
成
．
分
配
の
視
点
を
入
れ
る
こ
と
は
、
安
定
法
第
一
条
の
基
底
に
あ
る
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
的
効
果
判
定
基
準
を

　
民
主
的
な
分
配
判
定
基
準
で
補
完
す
る
可
能
性
を
支
え
る
。



一
ｕ
一
事
藷
§
委
嚢
仁
＼
誓
邑
葦
・
嚢
身
・
婁
藪
昌
二
琶
き
■
箏
…
。
、
・
・
。
。
。
、
冒
茎
、
一
。
。
。
。
、
書
。
。
。
箏
向
、
茎
。
。
．

　
　
　
巨
轟
・
Ｎ
毒
ｇ
Ｈ
・
以
下
、
次
の
様
に
略
記
す
る
。
－
○
Ｈ
塞
卜
Ｎ
・
Ｈ
・

（
１
５
）
お
曇
ト
Ｎ
．
ア
Ｈ
９
曇
一
８
ｏ
・

（
１
６
）
望
彗
３
一
Ｎ
．
べ
し
〇
二
卜

（
１
７
）
望
彗
３
一
Ｎ
』
お

（
１
８
）
要
彗
註
一
Ｎ
．
轟
べ
～
Ｎ
お

（
１
９
）
里
彗
３
一
Ｎ
．
旨
・
。

（
２
０
）
里
彗
３
一
Ｎ
．
８
ポ
旨
◎

（
２
１
）
雲
彗
３
一
Ｎ
．
Ｈ
８
～
旨
ｏ

（
２
２
）
お
岩
罰
Ｎ
．
－
・
。
べ
～
Ｈ
竃

（
２
３
）
要
彗
３
一
Ｎ
』
○
・
。

（
２
４
）
要
彗
貴
Ｎ
』
与
。
。
奏

（
２
５
）
里
彗
３
一
Ｎ
』
Ｈ
０

（
２
６
）
お
宕
筆
Ｎ
』
ミ

（
２
７
）
要
竃
３
一
Ｎ
．
畠
卜

（
２
８
）
－
ｏ
・
Ｈ
竃
・
。
一
Ｎ
．
一
竃

（
２
９
）
要
彗
注
一
Ｎ
．
・
。
ｏ

（
３
０
）
　
こ
の
デ
ィ
レ
ソ
マ
を
市
場
理
論
的
視
点
と
資
本
蓄
積
論
視
点
の
矛
盾
と
し
て
、
委
員
会
の
経
済
学
を
批
判
し
た
も
の
に
次
の
論
文
が
あ

　
　
　
る
。
≠
霊
萎
員
Ｎ
膏
；
き
目
。
。
１
邑
六
豪
§
蔓
冨
宗
。
・
・
。
註
く
婁
菩
身
竃
蕃
。
。
二
目
昌
、
目
婁
。
呈
一
箏
婁
。
箏
．

　
　
　
寿
ぎ
昌
巨
註
暮
｛
ま
・
Ｈ
二
・
牽
く
昌
向
．
葦
曇
・
；
．
申
一
胃
彗
葦
ミ
芦
Ｈ
葦
・

（
３
１
）
お
畠
ｏ
・
。
一
Ｎ
』
・
。
９
轟
・
。
・

（
３
２
）
雲
彗
３
一
Ｎ
』
Ｓ

（
３
３
）
－
ｏ
・
畠
鼻
Ｎ
．
ミ
◎

　
　
　
西
ド
イ
ツ
経
済
専
門
家
委
員
会
答
申
の
政
策
論
理
（
坂
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
三
（
六
四
七
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
・
第
三
・
四
・
五
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
四
（
六
四
八
）

（
３
４
）
　
向
げ
ｏ
■
ｑ
串
ド
ミ
Ｎ

（
３
５
）
　
－
○
Ｈ
彗
◎
一
Ｎ
一
〇
〇
８

（
３
６
）
　
向
げ
¢
■
｛
串
ド
Ｎ
◎
Ｈ

（
３
７
）
　
－
○
Ｈ
竃
ピ
Ｎ
．
ｏ
ｏ
ミ

（
３
８
）
　
向
げ
ｏ
自
ｑ
坪
ド
ｏ
ｏ
ｏ
◎
◎

（
３
９
）
　
こ
の
年
度
以
降
、
市
場
の
独
占
的
・
寡
占
的
構
造
が
体
系
的
に
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
・
委
員
会
の
マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
的
傾
向
へ

　
　
の
転
化
と
一
定
の
関
連
性
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
周
知
の
如
く
、
ケ
イ
ソ
ズ
の
経
済
政
策
の
基
礎
に
あ
る
現
代
資
本
主
義
認
識
に

　
　
お
い
て
は
、
　
二
般
理
論
」
が
完
全
競
争
を
前
提
に
し
て
い
る
の
と
は
対
称
的
に
、
経
済
力
の
集
中
化
過
程
の
進
展
に
よ
る
自
由
競
争
的

　
　
市
場
構
造
の
解
体
が
明
白
に
前
提
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ぱ
、
　
「
自
由
放
任
の
終
焉
」
や
「
私
は
自
由
党
員
か
」
な
ど
に
は
・
そ
の
こ
と
が

　
　
明
瞭
に
語
ら
れ
て
い
る
（
特
に
、
弓
ざ
８
－
－
０
９
＆
葦
匡
目
窃
◎
市
Ｈ
◎
ま
旨
嵩
墨
ａ
穴
¢
着
撃
く
Ｏ
－
Ｈ
〆
Ｐ
Ｎ
◎
・
Ｏ
・
１
８
ポ
Ｏ
・
量
ム
畠
）
・

　
　
ケ
イ
ソ
ズ
理
論
を
財
政
的
に
具
体
化
し
、
フ
イ
ス
カ
ル
・
ポ
リ
シ
ー
論
を
展
開
し
た
Ａ
・
Ｈ
・
ハ
ソ
セ
ソ
も
同
様
の
発
想
を
基
礎
に
し
て

　
　
い
る
。
「
こ
れ
ら
の
変
化
は
、
通
常
、
自
由
市
場
経
済
か
ら
計
画
経
済
へ
の
移
行
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
・
：
．
…
管
理
経
済
で

　
　
は
、
政
府
、
会
杜
、
組
織
団
体
の
す
べ
て
が
、
市
場
機
構
に
直
接
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
…
…
制
度
環
境
の
こ
う
し
た
深
刻
た
変
化
が
重

　
要
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
を
入
れ
な
い
。
も
は
や
原
子
論
体
制
に
還
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
会
杜
組
織
、
労
働
組
合
・
政
府
干
渉
は
存

　
続
し
続
け
る
だ
ろ
う
。
、
我
々
は
『
計
画
か
無
計
画
か
』
の
岐
路
に
立
っ
て
い
る
の
で
は
た
く
、
民
主
的
な
計
画
化
か
全
体
主
義
的
組

　
織
化
か
を
選
択
し
う
る
だ
げ
で
あ
る
」
（
キ
甲
｝
｝
易
彗
一
穿
Ｓ
－
君
－
－
２
凹
邑
げ
易
ぎ
易
Ｏ
．
２
０
－
夢
Ｈ
置
Ｈ
一
Ｐ
ま
－
ミ
）
◎

　
　
こ
の
よ
う
に
、
ケ
イ
ソ
ズ
主
義
的
フ
イ
ス
カ
ル
・
ポ
リ
シ
ー
論
の
「
原
型
」
に
お
い
て
は
、
生
産
や
消
費
の
「
杜
会
化
」
が
不
可
避
的

　
に
進
行
し
て
お
り
、
も
は
や
自
由
な
競
争
的
市
場
経
済
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
「
原
子
論
的
杜
会
」
、
「
個
人
主
義
的
資
本
主
義
」
の
時
代
は

　
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
歴
史
認
識
を
前
提
に
し
て
、
「
杜
会
的
正
義
と
杜
会
的
安
定
の
た
め
に
経
済
力
を
制
御
し
指
導
す
る
こ
と

　
を
計
画
的
に
目
指
す
よ
う
な
体
制
へ
の
移
行
」
を
行
な
う
こ
と
、
そ
の
た
め
に
「
集
団
行
動
を
媒
介
と
す
る
現
代
資
本
主
義
の
運
営
技
術

　
を
可
能
た
か
ぎ
り
改
善
す
る
」
こ
と
（
－
竃
・
内
¢
着
夢
↓
ぎ
８
豪
９
＆
責
ま
謁
少
き
＝
内
甲
。
・
◎
９
Ｎ
竃
）
、
そ
の
中
心
的
措
置
と

　
し
て
「
国
民
所
得
と
そ
の
分
配
を
調
整
す
る
手
段
と
し
て
の
フ
イ
ス
ヵ
ル
・
ポ
リ
シ
ー
」
を
構
築
す
る
こ
と
が
努
め
ら
れ
た
・

　
　
こ
こ
に
は
、
国
家
の
政
策
活
動
の
中
心
点
を
、
市
場
競
争
の
自
由
な
作
用
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
の
秩
序
政
策
に
お
く
と
い
う
新
自
由
主



義
的
方
向
と
は
明
ら
か
に
異
た
る
視
角
が
示
さ
れ
て
い
る
。
委
員
会
が
、
現
実
の
西
ド
ィ
ツ
の
経
済
構
造
が
集
中
化
を
す
す
め
、
自
由
た

価
格
機
構
の
働
き
を
ま
す
ま
す
前
提
に
し
え
な
く
た
っ
て
来
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
こ
と
を
真
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
る
こ
と
を
し
な

く
な
り
・
そ
れ
に
つ
れ
て
市
場
の
原
理
論
的
安
定
性
へ
の
信
頼
が
強
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
新
自
由
主
義
的
立
場
の
実
践
的
役
割
と

現
実
分
析
上
で
の
有
効
性
を
判
断
す
る
上
で
特
徴
的
で
あ
る
と
言
え
る
。

（
４
０
）

（
４
１
）

（
４
２
）

（
４
３
）

（
４
４
）

（
４
５
）

（
４
６
）

（
４
７
）

（
４
８
）

（
４
９
）

（
５
０
）

（
５
１
）

（
５
２
）

（
５
３
）

（
５
４
）

－
○
Ｈ
竃
ド

ー
○
岩
畠
一

向
げ
彗
＄
一

お
Ｈ
署
ト

Ｈ
○
畠
箪

Ｎ
．
ト
ｏ
◎
～
ト
ｏ
閉

Ｎ
一
〇
◎
ｏ
◎
Ｎ

Ｎ
一
〇
０
Ｈ
ｏ
◎

Ｎ
一
〇
◎
８

Ｎ
．
Ｈ
Ｈ
０
◎

　
一
九
六
六
年
を
基
準
年
次
と
す
る
理
由
に
っ
い
て
は
－
○
Ｈ
彗
９
Ｎ
・
。
。
８
串

　
］
■
○
Ｈ
０
べ
ｐ
　
ｃ
り
一
Ｈ
一
仁

　
－
○
Ｈ
竃
９
ｃ
ｏ
．
８
ｏ
・
一
－
○
畠
ミ
一
ｃ
ｏ
．
曽
９
Ｈ
〇
一
睾
ｏ
。
一
ｃ
ｏ
』
お
一
－
〇
一
彗
９
ｏ
ｏ
・
胃
一
－
○
畠
◎
。
９
ｃ
ｏ
』
Ｈ
◎
。

　
奉
一
　
峯
ｏ
－
－
■
¢
■
　
甲
～
一
〇
一
－
　
ｃ
ｏ
．
ｃ
ｏ
ベ

　
フ
ィ
ス
ヵ
リ
ズ
ム
と
ブ
ネ
タ
リ
ズ
ム
の
経
済
安
定
政
策
及
び
貨
幣
政
策
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
Ｕ
』
・
ｏ
ｏ
ぎ
昌
。
、
戸
≧
一
。
、
目
、
饒
く
。
ｏ
〇
一
凹
．

ま
Ｈ
邑
Ｏ
昌
お
。
・
ぎ
§
召
箒
一
ヨ
。
・
ぎ
房
昌
易
ぎ
ま
Ｓ
呂
冒
〇
一
胃
オ
昌
易
一
ぎ
事
０
０
Ｈ
．
く
奉
。
－
一
一
・
ｑ
。
、
岬
＼
Ｈ
署
ド
　
射
・
巾
。
戸
Ｏ
、
、
－
争
、
の
－
。
。

雲
易
■
吾
葦
萎
註
◎
１
里
二
墨
葦
暑
膏
胴
・
吾
妻
豪
二
旨
豊
、
」
一
箏
奏
一
、
葦
。
－
一
箏
ぴ
。
。
目
・
一
＼
竃
・

　
－
○
］
■
ｏ
べ
９
　
Ｎ
．
○
ｏ
岬
ｏ
申
．

　
－
○
Ｈ
０
べ
］
１
．
　
Ｎ
．
Ｈ
仁
○
◎

　
事
．
　
峯
ｏ
－
饒
■
¢
■
　
申
ｐ
〇
一
一
　
〇
〇
一
］
－
ｏ
◎
１
］
」
．
ｏ

芦
－
睾
茅
§
彗
Ｐ
家
◎
５
一
奮
書
ポ
ぎ
毒
戸
彗
ｏ
妻
・
＝
葦
げ
鼻
二
■
射
・
く
。
罧
。
、
一
｝
、
。
。
胴
一
・
、
・
、
・
９

ｃ
ｏ
．
］
ｌ
Ｎ
べ
－
Ｈ
ｃ
ｏ
仁

　
ヶ
ー
ラ
ー
は
七
一
年
に
も
少
数
意
見
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
主
要
論
点
は
多
数
派
の
変
動
相
場
制
賛
成
論
に
対
し
、
変
動
幅
を
設
げ

た
固
定
相
場
制
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
七
一
答
申
で
の
少
数
意
見
は
七
二
．
七
三
答
申
で
の
そ
れ
と
性
格
を
異
に
し
て

西
ド
イ
ツ
経
済
専
門
家
委
員
会
答
申
の
政
策
論
理
（
坂
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
五
（
六
四
九
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
・
第
三
・
四
・
五
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
六
（
六
五
〇
）

　
　
い
る
。
な
お
、
ケ
ー
ラ
ー
の
貨
幣
政
策
論
が
、
フ
イ
ス
カ
リ
ズ
ム
か
ら
マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
ヘ
の
過
渡
的
性
格
を
も
っ
こ
と
に
っ
い
て
、
バ
ル

　
　
テ
ル
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
ケ
ー
ラ
ー
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
る
流
動
性
構
想
は
修
正
さ
れ
た
ケ
イ
ソ
ズ
主
義
的
立
場
と
解
釈
し
う

　
　
る
。
先
づ
、
そ
れ
は
利
子
ｕ
借
入
費
用
に
で
は
な
く
借
入
自
体
に
第
一
義
的
に
注
目
す
る
。
第
二
に
、
貨
幣
政
策
を
短
期
反
循
環
的
に
変

　
　
動
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
潜
在
生
産
力
を
基
準
に
中
期
的
に
発
動
す
る
や
り
方
に
代
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
貨
幣
量
と
国
民

　
　
所
得
と
の
問
の
関
数
関
係
を
、
ま
た
貨
幣
量
の
直
接
的
誘
導
の
可
能
性
を
も
否
定
し
て
い
る
点
で
、
マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
的
立
場
と
は
明
ら
か

　
　
に
異
な
っ
て
い
る
。
」
－
団
、
、
艘
。
ポ
Ｕ
、
。
。
Ｈ
目
ま
饒
◎
易
肩
◎
竃
０
昌
Ｏ
■
目
｛
Ｏ
ぎ
昌
◎
竃
訂
ユ
Ｏ
・
芽
Ｏ
訂
ミ
守
け
８
罫
穿
君
睾
豪
一
〇
０
５
昌
¢
旨
胴
彗
・

　
　
ｏ
ｏ
試
■
０
Ｈ
目
箏
讐
　
－
箏
ミ
・
く
９
炭
箏
¢
『
－
申
”
．
Ｏ
“
　
Ｏ
ｏ
．
Ｈ
Ｈ
り

（
５
５
）
　
］
。
Ｏ
・
Ｈ
り
ベ
ド
　
Ｎ
．
ｏ
ｏ
ｏ
岬

（
５
６
）
　
向
一
Ｕ
ｏ
箏
｛
串
　
Ｎ
一
ト
◎
岬

（
５
７
）
　
「
流
動
性
視
点
か
ら
貨
幣
量
視
点
へ
の
貨
幣
政
策
の
転
換
は
、
し
か
し
、
連
邦
銀
行
に
よ
っ
て
、
明
示
的
に
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
的
根
拠
を

　
　
示
し
た
形
で
で
な
く
、
商
業
銀
行
の
信
用
供
与
態
度
の
変
化
と
か
か
わ
っ
て
生
じ
た
。
以
前
は
、
商
業
銀
行
は
自
由
流
動
性
準
備
を
一
種

　
　
の
安
全
準
備
と
み
な
し
、
流
動
性
比
率
が
低
下
す
る
と
信
用
供
与
を
制
隈
し
た
が
、
七
〇
年
代
の
は
じ
め
か
ら
銀
行
は
相
応
の
信
用
需
要

　
　
が
あ
る
場
合
に
は
自
由
流
動
性
準
備
を
安
全
に
信
用
供
与
の
た
め
に
利
用
し
た
。
」
－
団
胃
亭
¢
ポ
０
９
吾
◎
－
ま
斤
巨
｛
９
穴
『
オ
９
巨

　
　
事
０
．
Ｈ
－
竃
箒
旨
轟
彗
二
＼
Ｈ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
・
．
冨
。
・

（
５
８
）
　
］
。
○
岩
べ
ｏ
〇
一
Ｎ
一
〇
〇
｝
Ｎ

（
５
９
）
　
］
、
○
Ｈ
ｏ
ベ
ト
　
Ｎ
一
〇
〇
り
◎

（
６
０
）
　
向
げ
ｏ
目
｛
串
　
Ｎ
一
〇
〇
〇
ト

（
６
１
）
　
向
げ
ｏ
■
｛
ｐ
Ｎ
一
〇
〇
〇
岬

（
６
２
）
第
一
回
答
申
の
第
二
四
八
項
の
ｄ
，
ｅ
で
杜
会
的
平
均
以
上
ま
た
は
以
下
の
労
働
力
需
要
が
発
生
す
る
部
門
の
賃
金
上
昇
が
・
杜
会
的

　
　
平
均
の
費
用
水
準
中
立
的
賃
金
上
昇
よ
り
も
速
い
又
は
お
そ
い
も
の
と
た
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
・

（
６
３
）
　
七
七
年
以
降
の
答
申
の
付
録
に
次
の
よ
う
な
実
質
賃
金
ポ
ジ
シ
ヨ
ソ
（
Ｒ
Ｌ
Ｐ
）
の
計
算
式
が
示
さ
れ
て
い
る
（
－
○
Ｈ
竃
“
９
Ｎ
崖
）
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－
■
１
１

団
－
○
ｏ
ｏ
－
、
婁
十
声
○
ｐ
。
隻

と
、
。
婁

．
」
ド

勺
、
、

（
６
４
）

（
６
５
）

（
６
６
）

（
６
７
）

（
６
８
）

（
６
９
）

（
７
０
）

（
７
１
）

（
７
２
）

（
７
３
）

（
７
４
）

（
７
５
）

（
７
６
）

臼
ざ
、
。
婁
○
昌
一
、

　
　
　
　
　
　
ｐ
。
婁
　
　
呂
■
、

Ｂ
Ｌ
Ｇ
Ｓ
Ｈ
総
賃
金
・
俸
給
額

Ａ
Ｇ
Ｂ
い
雇
主
の
杜
会
保
険
支
払
額

Ａ
ｎ
被
雇
用
老
数

Ｅ
Ｈ
就
業
老
数

〃
１
１
民
間
消
費
価
格
指
数
　
　
　
　
　
　
・
１
１
固
定
価
格
表
示

Ｐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

Ｂ
Ｉ
ｐ
”
総
国
内
生
産
額
　
　
　
　
　
　
舳
１
１
非
政
府
部
門

Ｇ
Ｎ
Ｉ
い
総
国
民
所
得
　
　
　
　
　
　
　
・
Ｈ
観
察
年
次

ｏ
・
ｏ
ま
昌
訂
邑
后
旨
胴
字
一
げ
晶
ｈ
竃
斗
ｇ
｝
き
冒
。
ｑ
一
－
○
Ｈ
ｏ
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お
Ｈ
彗
ド
Ｎ
．
閉
Ｓ

－
○
Ｈ
竃
９
Ｎ
』
ぎ

オ
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竃
¢
豪
目
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一
甲
ｐ
○
二
　
ｃ
つ
．
弩

－
○
Ｈ
胃
９

向
訂
己
ｐ

お
Ｈ
彗
９

向
げ
竃
＄
一

向
訂
己
ｐ

－
○
畠
ミ
一

向
げ
ｇ
＄
一

向
げ
彗
３
一

向
げ
彗
３
一

Ｎ
．
震

Ｎ
．
ｏ
ｏ
ｏ
０
Ｈ

Ｎ
．
Ｎ
ｏ
ｇ
　
ｏ
◎
○
ｏ

Ｎ
．
べ
９
ミ

Ｎ
．
Ｏ
◎
８

く
Ｏ
Ｈ
ミ
◎
『
寸
　
　
Ｎ
．

Ｎ
』
ｏ
ｏ
ｏ
０

Ｎ
．
違
Ｈ

Ｎ
．
ｏ
ｏ
轟

西
ド
イ
ツ
経
済
専
門
家
委
員
会
答
申
の
政
策
論
理
（
坂
野
）

Ｎ
一
岬
◎
Ｈ
～
胃
◎

ニ
ハ
七
（
六
五
一
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立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
・
第
三
・
四
・
五
合
併
号
）

一
六
八
（
六
五
二
）

（
７
７
）
　
向
ぎ
■
｛
串
Ｎ
．
お
◎
。

（
７
８
）
　
－
○
Ｈ
彗
◎
。
一
ド
ｏ
ｏ
ミ

（
７
９
）
　
向
げ
¢
■
ｑ
Ｐ
Ｎ
．
◎
◎
Ｈ
ト
◎
◎
轟
一
〇
◎
お

（
８
０
）
　
Ｈ
○
岩
お
一
Ｎ
』
富

（
８
１
）
　
向
げ
ｏ
目
｛
串
Ｎ
．
ｏ
◎
ｏ
◎
岬

（
８
２
）
　
向
ず
ｏ
■
｛
串
Ｎ
』
◎
◎
９
ｏ
◎
９
一
ミ
ｏ

（
８
３
）
　
向
げ
¢
目
｛
単
Ｎ
．
◎
◎
◎
◎
べ

（
８
４
）
　
－
○
岩
ｏ
．
９
Ｎ
．
ｏ
ｏ
畠

（
８
５
）
　
向
ざ
目
ｑ
単
Ｎ
．
ｏ
◎
◎
◎

（
８
６
）
　
向
げ
¢
■
臼
Ｐ
Ｎ
一
〇
〇
◎
ｏ
ｏ

（
８
７
）
　
シ
ェ
ル
ホ
ル
ソ
の
少
数
意
見
の
論
点
は
次
の
通
り
。
七
七
答
申
で
は
、
Ｏ
Ｏ
技
術
進
歩
と
需
要
増
加
、
の
需
要
変
化
と
余
暇
選
択
。
榊
労

　
　
働
時
問
短
縮
、
↑
ｏ
適
切
た
成
長
の
課
題
と
展
望
。
七
八
年
六
月
の
特
別
答
申
で
は
、
０
Ｄ
成
長
と
完
全
雇
用
、
の
労
働
時
間
短
縮
の
必
要
性
。

　
　
七
八
年
答
申
で
は
、
ｃ
Ｄ
成
長
と
雇
用
に
と
っ
て
の
国
家
の
意
義
、
の
賃
金
政
策
の
役
割
、
に
り
労
働
時
間
短
縮
の
評
価
、
↑
ｏ
需
要
変
動
の
評

　
　
価
。

　
　
　
グ
ラ
ス
テ
ヅ
タ
ー
の
八
○
答
申
で
の
少
数
意
見
の
テ
ー
マ
は
、
Ｃ
Ｄ
基
本
路
線
に
つ
い
て
　
の
経
済
政
策
上
の
帰
結
に
つ
い
て
の
２
点
。

（
８
８
）
　
－
○
岩
ミ
一
Ｎ
．
ミ
Ｈ
ム
ｏ
◎
ト

（
８
９
）
　
ｃ
ｏ
旨
ま
謁
暮
８
軍
９
く
昌
岩
．
ざ
己
Ｈ
彗
◎
・
一
ド
亀
－
畠

（
９
０
）
　
－
○
Ｈ
彗
ｏ
◎
一
Ｎ
一
お
甲
お
ｏ
◎

（
９
１
）
　
－
○
岩
ｏ
◎
◎
一
Ｎ
一
お
甲
９
蜆




